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・
４
月
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４
月
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日
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日
か
ら
の
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ク
ー
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有
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屋
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の
落
氷
事
故
防
止
な
ど
の
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い
・
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・
・
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【
４
】
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・
・
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【
４
】
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・
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【
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】
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【
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】
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し
ょ
う
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
【
５
】
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清
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町
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
が
新
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な
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・
・
・
・【
５
】

・
清
水
町
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
が
新
し
く
な
り
ま
し
た
・
・
・
・【
５
】

・
清
水
町
営
公
衆
浴
場
入
浴
料
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改
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に
つ
い
て
・
・
・
・
・
【
５
】

・
清
水
町
営
公
衆
浴
場
入
浴
料
の
改
定
に
つ
い
て
・
・
・
・
・
【
５
】

・
春
休
み
期
間
中
の
ス
ク
ー
ル
バ
ス
等
の
運
休
に
つ
い
て
・
・
【
５
】

・
春
休
み
期
間
中
の
ス
ク
ー
ル
バ
ス
等
の
運
休
に
つ
い
て
・
・
【
５
】

・「
弁
護
士
お
な
や
み
相
談

・「
弁
護
士
お
な
や
み
相
談
inin
十
勝
」
を
開
催
し
ま
す
・
・
・
【
５
】

十
勝
」
を
開
催
し
ま
す
・
・
・
【
５
】

・
固
定
資
産
の
縦
覧
及
び
閲
覧
を
行
い
ま
す
・
・
・
・
・
・
・
【
６
】

・
固
定
資
産
の
縦
覧
及
び
閲
覧
を
行
い
ま
す
・
・
・
・
・
・
・
【
６
】

・
軽
自
動
車
税
種
別
割
の
減
免
が
受
け
ら
れ
ま
す
・
・
・
・
・
・
【
６
】

・
軽
自
動
車
税
種
別
割
の
減
免
が
受
け
ら
れ
ま
す
・
・
・
・
・
・
【
６
】

・
軽
自
動
車
の
廃
車
手
続
き
は
お
済
み
で
す
か
？
・
・
・
・
・
【
７
】

・
軽
自
動
車
の
廃
車
手
続
き
は
お
済
み
で
す
か
？
・
・
・
・
・
【
７
】

・
町
民
と
町
長
の
ふ
れ
あ
い
ト
ー
ク
の
お
知
ら
せ
・
・
・
・
・
【
７
】

・
町
民
と
町
長
の
ふ
れ
あ
い
ト
ー
ク
の
お
知
ら
せ
・
・
・
・
・
【
７
】

・
犬
の
放
し
飼
い
は
や
め
ま
し
ょ
う
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
【
７
】

・
犬
の
放
し
飼
い
は
や
め
ま
し
ょ
う
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
【
７
】

・
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
事
業
に
つ
い
て
・
・
・
・
・
・
・
・
【
８
】

・
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
事
業
に
つ
い
て
・
・
・
・
・
・
・
・
【
８
】

・
ベ
ビ
ー
マ
ッ
サ
ー
ジ
に
参
加
し
ま
せ
ん
か
・
・
・
・
・
・
・
【
８
】

・
ベ
ビ
ー
マ
ッ
サ
ー
ジ
に
参
加
し
ま
せ
ん
か
・
・
・
・
・
・
・
【
８
】

・
旧
優
生
保
護
法
に
関
す
る
一
時
金
支
給
に
つ
い
て
・
・
・
・
【
８
】

・
旧
優
生
保
護
法
に
関
す
る
一
時
金
支
給
に
つ
い
て
・
・
・
・
【
８
】

・
４
月
の
健
康
カ
レ
ン
ダ
ー
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
【
９
】

・
４
月
の
健
康
カ
レ
ン
ダ
ー
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
【
９
】

・
出
産
・
子
育
て
応
援
給
付
金
を
支
給
し
ま
す
・
・
・
・
・
・
【
９
】

・
出
産
・
子
育
て
応
援
給
付
金
を
支
給
し
ま
す
・
・
・
・
・
・
【
９
】

図
書
館
・
体
育
館

募
集

お
知
ら
せ

福
祉
・
健
康

各
課
お
知
ら
せ
チ
ラ
シ
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毎
月
１
回
開
催
さ
れ
て
い
る
「
し
み

　

毎
月
１
回
開
催
さ
れ
て
い
る
「
し
み

ず
学
園
」
の
学
園
生
を
募
集
し
ま
す
。

ず
学
園
」
の
学
園
生
を
募
集
し
ま
す
。

　

当
学
園
で
は
、
午
前
に
は
知
識
・
教

　

当
学
園
で
は
、
午
前
に
は
知
識
・
教

養
を
高
め
る
各
種
講
義
を
受
講
し
、
午

養
を
高
め
る
各
種
講
義
を
受
講
し
、
午

後
に
は
生
け
花
や
映
画
鑑
賞
、
ダ
ン
ス

後
に
は
生
け
花
や
映
画
鑑
賞
、
ダ
ン
ス

等
の
等
の
1212
ク
ラ
ブ
に
分
か
れ
て
活
動
し
て

ク
ラ
ブ
に
分
か
れ
て
活
動
し
て

い
ま
す
。

い
ま
す
。

　

令
和
５
年
度
は
、
通
常
の
学
習
会
に

　

令
和
５
年
度
は
、
通
常
の
学
習
会
に

加
え
、
修
学
旅
行
や
バ
ス
学
習
も
予
定

加
え
、
修
学
旅
行
や
バ
ス
学
習
も
予
定

し
て
い
ま
す
。

し
て
い
ま
す
。

※※  

現
在
加
入
さ
れ
て
い
る
方
に
は
別
途

現
在
加
入
さ
れ
て
い
る
方
に
は
別
途

ご
案
内
し
ま
す
。

ご
案
内
し
ま
す
。

▼▼
応
募
方
法

応
募
方
法

　

満

　

満
6060
歳
以
上
の
町
内
在
住
者

歳
以
上
の
町
内
在
住
者

▼▼
募
集
期
限

募
集
期
限

　

４
月
４
日
（
火
）
ま
で
に
電
話
に
て

　

４
月
４
日
（
火
）
ま
で
に
電
話
に
て

お
申
込
み
く
だ
さ
い
。

お
申
込
み
く
だ
さ
い
。

※
期
限
以
降
は
随
時
受
付

※
期
限
以
降
は
随
時
受
付

▼
費
用

▼
費
用
（
予
定
）

（
予
定
）

　
【
前
期
】
２
千
円
【
後
期
】
３
千
円

　
【
前
期
】
２
千
円
【
後
期
】
３
千
円

※
お
弁
当
代
金
を
含
む
。

※
お
弁
当
代
金
を
含
む
。

※※  

修
学
旅
行
代
金
は
参
加
希
望
者
の
み

修
学
旅
行
代
金
は
参
加
希
望
者
の
み

別
途
負
担
。

別
途
負
担
。

▼▼
お
問
い
合
わ
せ
先

お
問
い
合
わ
せ
先

　　

  

社
会
教
育
課　

社
会
教
育
係

社
会
教
育
課　

社
会
教
育
係

　　

☎
6262
‐
５
１
１
５

‐
５
１
１
５

「
し
み
ず
学
園
」
学
園
生
を

「
し
み
ず
学
園
」
学
園
生
を

募
集
し
ま
す

募
集
し
ま
す

受付期限受付期限 受験資格受験資格 採用予定人数採用予定人数

３月31日（金）３月31日（金）
17時30分まで17時30分まで

Ａ区分Ａ区分
大学（短大を除く）等を大学（短大を除く）等を
卒業した者卒業した者
（令和６年３月末までに卒（令和６年３月末までに卒
業見込含む）業見込含む）

男性：約115名男性：約115名
女性：約35名女性：約35名

Ｂ区分Ｂ区分 Ａ区分以外の者（高校在Ａ区分以外の者（高校在
学中を除く）学中を除く）

男性：約35名男性：約35名
女性：約15名女性：約15名

生年月日生年月日

平成３年４月２日から平平成３年４月２日から平
成18年４月１日生の者成18年４月１日生の者
※ 採用予定日（令和６年※ 採用予定日（令和６年

４月１日時点）で33歳４月１日時点）で33歳
未満の者未満の者

－－

▼お問い合わせ先▼お問い合わせ先　新得警察署　警務課　　新得警察署　警務課　☎☎0156-64-01100156-64-0110

警
察
官
採
用
試
験
の
ご
案
内

警
察
官
採
用
試
験
の
ご
案
内

　

町
営
住
宅
及
び
御
影
単
身
者
住
宅
の

　

町
営
住
宅
及
び
御
影
単
身
者
住
宅
の

入
居
申
込
み
は
随
時
受
付
と
し
て
い
ま

入
居
申
込
み
は
随
時
受
付
と
し
て
い
ま

す
が
、
次
の
期
間
に
つ
い
て
は
募
集
期

す
が
、
次
の
期
間
に
つ
い
て
は
募
集
期

間
を
設
定
し
、
入
居
申
込
み
を
受
け
付

間
を
設
定
し
、
入
居
申
込
み
を
受
け
付

け
い
た
し
ま
す
。

け
い
た
し
ま
す
。

▼▼
募
集
期
間

募
集
期
間

　　

４
月
３
日（
月
）～
４
月

４
月
３
日（
月
）～
４
月
2121
日（
金
）ま
で

日（
金
）ま
で

※
入
居
は
５
月
８
日
以
降
を
予
定
。

※
入
居
は
５
月
８
日
以
降
を
予
定
。

▼▼
申
込
先

申
込
先

　　

役
場
２
階
建
設
課
ま
た
は
御
影
支
所

役
場
２
階
建
設
課
ま
た
は
御
影
支
所

※※  

提
出
い
た
だ
い
た
申
込
書
の
有
効
期

提
出
い
た
だ
い
た
申
込
書
の
有
効
期

限
は
、
令
和
６
年
３
月
末
ま
で
と
な

限
は
、
令
和
６
年
３
月
末
ま
で
と
な

り
ま
す
。

り
ま
す
。

▼
必
要
な
も
の

▼
必
要
な
も
の

・・  

申
込
書
等
（
建
設
課
、
御
影
支
所
に

申
込
書
等
（
建
設
課
、
御
影
支
所
に

あ
り
ま
す
）

あ
り
ま
す
）

・
入
居
予
定
者
全
員
の
住
民
票

・
入
居
予
定
者
全
員
の
住
民
票

・・  

入
居
予
定
者
全
員
の
所
得
を
証
明
で

入
居
予
定
者
全
員
の
所
得
を
証
明
で

き
る
書
類
（
源
泉
徴
収
票
な
ど
の
写
し
）

き
る
書
類
（
源
泉
徴
収
票
な
ど
の
写
し
）

・・  

町
税
を
滞
納
し
て
い
な
い
証
明
書
（
就

町
税
を
滞
納
し
て
い
な
い
証
明
書
（
就

学
者
を
除
く
全
員
が
必
要
）

学
者
を
除
く
全
員
が
必
要
）

・・  

暴
力
団
員
で
あ
る
か
警
察
署
へ
意
見

暴
力
団
員
で
あ
る
か
警
察
署
へ
意
見

を
聴
く
こ
と
の
同
意
書

を
聴
く
こ
と
の
同
意
書

・・  

そ
の
他
、
身
体
障
が
い
の
あ
る
方
は
、

そ
の
他
、
身
体
障
が
い
の
あ
る
方
は
、

身
体
障
が
い
者
手
帳
な
ど

身
体
障
が
い
者
手
帳
な
ど

▼▼
お
問
い
合
わ
せ
先

お
問
い
合
わ
せ
先

　

建
設
課　

住
宅
都
市
係

　

建
設
課　

住
宅
都
市
係

　

☎
6262
‐
２
１
１
３

‐
２
１
１
３

町
営
住
宅
・
単
身
者
住
宅
の

町
営
住
宅
・
単
身
者
住
宅
の

入
居
者
を
募
集
し
ま
す

入
居
者
を
募
集
し
ま
す

　

例
年
、
貸
付
住
宅
の
入
居
に
つ
い
て

　

例
年
、
貸
付
住
宅
の
入
居
に
つ
い
て

は
、
お
知
ら
せ
版
に
情
報
を
掲
載
し
、

は
、
お
知
ら
せ
版
に
情
報
を
掲
載
し
、

公
募
期
間
を
設
け
て
い
ま
し
た
が
、
令

公
募
期
間
を
設
け
て
い
ま
し
た
が
、
令

和
５
年
４
月
３
日
（
月
）
よ
り
、
随
時

和
５
年
４
月
３
日
（
月
）
よ
り
、
随
時

受
け
付
け
と
い
た
し
ま
す
。

受
け
付
け
と
い
た
し
ま
す
。

　

募
集
住
宅
及
び
申
込
に
必
要
な
書
類

　

募
集
住
宅
及
び
申
込
に
必
要
な
書
類

等
に
つ
き
ま
し
て
は
、
４
月
３
日
か
ら

等
に
つ
き
ま
し
て
は
、
４
月
３
日
か
ら

町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ
の
掲
載
に
加
え
、

町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ
の
掲
載
に
加
え
、

建
設
課
窓
口
に
備
え
付
け
ま
す
の
で
ご

建
設
課
窓
口
に
備
え
付
け
ま
す
の
で
ご

参
照
く
だ
さ
い
。

参
照
く
だ
さ
い
。

　

そ
の
他
ご
不
明
な
点
が
ご
ざ
い
ま
し

　

そ
の
他
ご
不
明
な
点
が
ご
ざ
い
ま
し

た
ら
、
建
設
課
住
宅
都
市
係
ま
で
お
問

た
ら
、
建
設
課
住
宅
都
市
係
ま
で
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼▼
お
問
い
合
わ
せ
先

お
問
い
合
わ
せ
先

　

建
設
課　

住
宅
都
市
係

　

建
設
課　

住
宅
都
市
係

　

☎
6262
‐
２
１
１
３

‐
２
１
１
３

貸
付
住
宅
の
入
居
申
込
を

貸
付
住
宅
の
入
居
申
込
を

随
時
受
付
と
し
ま
す

随
時
受
付
と
し
ま
す

　

町
で
は
、
農
作
業
を
通
し
て
、
農

　

町
で
は
、
農
作
業
を
通
し
て
、
農

作
物
を
育
て
る
難
し
さ
や
収
穫
の
喜

作
物
を
育
て
る
難
し
さ
や
収
穫
の
喜

び
な
ど
を
感
じ
、
広
く
農
業
に
親
し

び
な
ど
を
感
じ
、
広
く
農
業
に
親
し

ん
で
い
た
だ
く
た
め
に
、
毎
年
「
ふ

ん
で
い
た
だ
く
た
め
に
、
毎
年
「
ふ

れ
あ
い
農
園
」
を
開
園
し
、
希
望
者

れ
あ
い
農
園
」
を
開
園
し
、
希
望
者

に
畑
を
お
貸
し
し
て
い
ま
す
。

に
畑
を
お
貸
し
し
て
い
ま
す
。

　

つ
き
ま
し
て
は
、
令
和
５
年
度
の

　

つ
き
ま
し
て
は
、
令
和
５
年
度
の

参
加
希
望
者
を
次
の
と
お
り
募
集
し

参
加
希
望
者
を
次
の
と
お
り
募
集
し

ま
す
。

ま
す
。

    

希
望
す
る
場
合
は
申
込
書
に
必
要

希
望
す
る
場
合
は
申
込
書
に
必
要

事
項
を
記
載
の
う
え
お
申
し
込
み
く

事
項
を
記
載
の
う
え
お
申
し
込
み
く

だ
さ
い
。

だ
さ
い
。

▼▼
受
付
期
限

受
付
期
限　

４
月

　

４
月
1414
日
（
金
）

日
（
金
）

※※  

申
込
多
数
の
場
合
は
抽
選
、
申
込

申
込
多
数
の
場
合
は
抽
選
、
申
込

少
数
の
場
合
は
受
付
期
限
以
降
も

少
数
の
場
合
は
受
付
期
限
以
降
も

随
時
受
け
付
け
ま
す
。

随
時
受
け
付
け
ま
す
。

▼▼
募
集
区
画

募
集
区
画

　　

1212
区
画
予
定
（
１
区
画
約

区
画
予
定
（
１
区
画
約
2424
坪
）
坪
）

▼▼
貸
付
期
間

貸
付
期
間

　

５
月
１
日
～

　

５
月
１
日
～
1111
月月
1515
日
（
予
定
）

日
（
予
定
）

▼▼
場
所
場
所　

下
佐
幌
運
動
公
園
横

　

下
佐
幌
運
動
公
園
横

▼▼
貸
付
費
用

貸
付
費
用　　

　

１
区
画　

１
千
５
０
０
円

　

１
区
画　

１
千
５
０
０
円

▼▼
申
込
・
お
問
い
合
わ
せ
先

申
込
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　

農
林
課
農
政
係

　

農
林
課
農
政
係

　
☎
6262
‐
２
１
１
２

‐
２
１
１
２

　　

FAXFAX  

6262
‐
１
６
１
５

‐
１
６
１
５

ふ
れ
あ
い
農
園
で
農
作
物
を

ふ
れ
あ
い
農
園
で
農
作
物
を

育
て
ま
せ
ん
か
？

育
て
ま
せ
ん
か
？

「ふれあい農園」申込書

●住所

●氏名

●電話番号

清水町議会モニターを募集します！

■応募資格■応募資格　・ 満18歳以上の町民で、町議会議員　・ 満18歳以上の町民で、町議会議員
または町職員でない人または町職員でない人

　　　　　　　　　　　　・ 町議会の仕組み及び運営に関心の・ 町議会の仕組み及び運営に関心の
ある人ある人

　　　　　　・ 町政及び地域社会の発展に関心の　　　　　　・ 町政及び地域社会の発展に関心の
ある人ある人

■募集人員■募集人員　10名以内（応募者の中から議長が委嘱）　10名以内（応募者の中から議長が委嘱）
■任期■任期　２年間（委嘱日から令和７年３月31日まで）　２年間（委嘱日から令和７年３月31日まで）
■謝礼 ■謝礼  無償ですが、各年度に記念品を贈ります。 無償ですが、各年度に記念品を贈ります。
■モニターの内容■モニターの内容　　
　・ 議会本会議・委員会等を傍聴し、運営に関す　・ 議会本会議・委員会等を傍聴し、運営に関す

る意見提出る意見提出
　・議会だより・ホームページに関する意見提出　・議会だより・ホームページに関する意見提出
　・議長が依頼した議会運営に関する調査協力　・議長が依頼した議会運営に関する調査協力
　・議会議員と１年に１回以上の意見交換　・議会議員と１年に１回以上の意見交換
　・議会モニター会議への出席　・議会モニター会議への出席
■募集期間■募集期間　３月15日（水）～５月１日（月）　３月15日（水）～５月１日（月）
■応募方法■応募方法　　　　
　申込書に必要事項を記載し、議会事務局へ提出。　申込書に必要事項を記載し、議会事務局へ提出。
※ 応募用紙は、議会事務局、まちづくり情報コー※ 応募用紙は、議会事務局、まちづくり情報コー
ナー、御影支所、町ホームページから取得してナー、御影支所、町ホームページから取得して
ください。ください。

■応募・お問い合わせ先■応募・お問い合わせ先
　議会事務局　総務係　　議会事務局　総務係　☎☎62-331762-3317

広報しみず町民モニターを募集します！

■応募資格■応募資格　・町内在住の高校生以上の人　・町内在住の高校生以上の人

　　　　　　　　　　　　・広報しみずに助言いただける人・広報しみずに助言いただける人

■募集人員■募集人員　５名以内　５名以内

■任期■任期　モニター依頼日から令和5年3月31日まで　モニター依頼日から令和5年3月31日まで

■謝礼 ■謝礼  町指定のごみ袋（合計1,650リットル分） 町指定のごみ袋（合計1,650リットル分）

■モニターの内容■モニターの内容　　

　広報しみず（毎月）へのアンケートの回答等　広報しみず（毎月）へのアンケートの回答等

■募集期間■募集期間　４月３日（月）～４月28日（金）必着　４月３日（月）～４月28日（金）必着

■応募方法■応募方法　　　　

　はがきでの郵送、FAX、電子メールで、住所・　はがきでの郵送、FAX、電子メールで、住所・

氏名・性別・年齢・電話番号を記載の上、「広報氏名・性別・年齢・電話番号を記載の上、「広報

モニター希望」と書いて、広報広聴係まで送付願モニター希望」と書いて、広報広聴係まで送付願

います。（持参でも受付いたします）います。（持参でも受付いたします）

■応募・お問い合わせ先■応募・お問い合わせ先

　〒089-0192　清水町南４条２丁目２番地　〒089-0192　清水町南４条２丁目２番地

　企画課　広報広聴係　企画課　広報広聴係

　　☎☎  62-2114    FAX 62-511662-2114    FAX 62-5116

　　 bosyu@sun.town.shimizu.hokkaido.jp　　 bosyu@sun.town.shimizu.hokkaido.jp
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　釧路弁護士会では、法律事務所が開設され　釧路弁護士会では、法律事務所が開設され
ていない道内の市町村を対象に、次の日程で「弁ていない道内の市町村を対象に、次の日程で「弁
護士おなやみ相談」を開催します。護士おなやみ相談」を開催します。
　なお、令和５年度はこのほかに、５月・８月・　なお、令和５年度はこのほかに、５月・８月・
10月にも無料相談を開催予定です。10月にも無料相談を開催予定です。

■対象者■対象者　　
　町内在住者及び町内事業所勤務者優遇します。　町内在住者及び町内事業所勤務者優遇します。
■定員■定員　６名（事前予約制、１人あたり30分）　６名（事前予約制、１人あたり30分）
■日時■日時　４月４日（火）　13時～16時　４月４日（火）　13時～16時
■会場■会場　役場１階　町民相談室１　役場１階　町民相談室１
■費用 ■費用  無料 無料
■必要なもの■必要なもの　　
　 相談に関する書類等がありましたらご持参　 相談に関する書類等がありましたらご持参
ください。ください。

■申込先■申込先
　 ４月３日（月）までに、釧路弁護士会帯広　 ４月３日（月）までに、釧路弁護士会帯広
会館（会館（☎☎0155-66-4877）へお申込みください。0155-66-4877）へお申込みください。

「弁護士おなやみ相談 in 十勝」 を「弁護士おなやみ相談 in 十勝」 を

開催します開催します

屋
根
か
ら
の
落
氷
事
故
防
止

屋
根
か
ら
の
落
氷
事
故
防
止

な
ど
の
お
願
い

な
ど
の
お
願
い

　

毎
年
冬
に
な
る
と
、
沿
道
家
屋
等
か

　

毎
年
冬
に
な
る
と
、
沿
道
家
屋
等
か

ら
の
落
氷
雪
に
よ
る
死
傷
事
故
が
多
く

ら
の
落
氷
雪
に
よ
る
死
傷
事
故
が
多
く

発
生
し
て
い
ま
す
。
事
故
件
数
減
少
の

発
生
し
て
い
ま
す
。
事
故
件
数
減
少
の

た
め
に
も
次
の
こ
と
に
ご
注
意
願
い
ま
す
。

た
め
に
も
次
の
こ
と
に
ご
注
意
願
い
ま
す
。

●●  

落
氷
雪
の
発
生
が
懸
念
さ
れ
る
沿
道

落
氷
雪
の
発
生
が
懸
念
さ
れ
る
沿
道

家
屋
等
に
は
、
雪
止
め
を
設
置
す
る
。

家
屋
等
に
は
、
雪
止
め
を
設
置
す
る
。

●●  

既
に
雪
止
め
が
設
置
さ
れ
て
い
る
場

既
に
雪
止
め
が
設
置
さ
れ
て
い
る
場

合
で
も
必
ず
点
検
し
、
針
金
等
の
錆

合
で
も
必
ず
点
検
し
、
針
金
等
の
錆

や
老
朽
化
に
よ
る
破
損
等
を
発
見
し

や
老
朽
化
に
よ
る
破
損
等
を
発
見
し

た
場
合
は
、
早
急
に
修
繕
を
行
っ
て

た
場
合
は
、
早
急
に
修
繕
を
行
っ
て

く
だ
さ
い
。

く
だ
さ
い
。

●●  

落
氷
雪
は
、
気
温
が
マ
イ
ナ
ス
３
℃

落
氷
雪
は
、
気
温
が
マ
イ
ナ
ス
３
℃

か
ら
プ
ラ
ス
３
℃
で
発
生
し
や
す
い

か
ら
プ
ラ
ス
３
℃
で
発
生
し
や
す
い

特
徴
が
あ
る
た
め
、
早
目
に
除
雪
を

特
徴
が
あ
る
た
め
、
早
目
に
除
雪
を

行
い
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
除
雪
す
る

行
い
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
除
雪
す
る

際
い
は
、
複
数
人
で
行
い
、
歩
行
者

際
い
は
、
複
数
人
で
行
い
、
歩
行
者

や
付
近
で
遊
ん
で
い
る
子
ど
も
等
に

や
付
近
で
遊
ん
で
い
る
子
ど
も
等
に

十
分
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

十
分
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

●●  
ビ
ル
の
壁
、
窓
枠
、
突
出
看
板
等
か

ビ
ル
の
壁
、
窓
枠
、
突
出
看
板
等
か

ら
の
落
氷
雪
は
少
量
で
も
き
け
ん
で

ら
の
落
氷
雪
は
少
量
で
も
き
け
ん
で

あ
る
た
め
、
付
着
し
た
氷
雪
は
早
目

あ
る
た
め
、
付
着
し
た
氷
雪
は
早
目

に
除
去
し
て
く
だ
さ
い
。

に
除
去
し
て
く
だ
さ
い
。

●●  

軒
下
を
通
行
す
る
と
き
は
、
落
氷
雪

軒
下
を
通
行
す
る
と
き
は
、
落
氷
雪

に
十
分
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

に
十
分
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

●●  

軒
下
や
道
路
で
は
、
絶
対
に
子
ど
も

軒
下
や
道
路
で
は
、
絶
対
に
子
ど
も

を
遊
ば
せ
な
い
で
く
だ
さ
い
。

を
遊
ば
せ
な
い
で
く
だ
さ
い
。

●●  

落
氷
雪
が
あ
っ
た
場
合
は
、
直
ち
に

落
氷
雪
が
あ
っ
た
場
合
は
、
直
ち
に

負
傷
者
が
の
有
無
を
確
認
し
、
歩
行

負
傷
者
が
の
有
無
を
確
認
し
、
歩
行

者
等
の
通
行
の
妨
げ
に
な
ら
な
い
よ

者
等
の
通
行
の
妨
げ
に
な
ら
な
い
よ

う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

●●  

交
通
事
故
や
交
通
障
害
防
止
の
た
め
、

交
通
事
故
や
交
通
障
害
防
止
の
た
め
、

屋
根
か
ら
の
落
氷
雪
や
敷
地
内
の
積

屋
根
か
ら
の
落
氷
雪
や
敷
地
内
の
積

雪
を
道
路
に
出
さ
な
い
で
く
だ
さ
い
。

雪
を
道
路
に
出
さ
な
い
で
く
だ
さ
い
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　

帯
広
開
発
建
設
部
帯
広
道
路
事
務
所

　

帯
広
開
発
建
設
部
帯
広
道
路
事
務
所

　　
☎☎
０
１
５
５
‐

０
１
５
５
‐
2525
‐
１
２
５
０

‐
１
２
５
０

　

町
営
住
宅
の
家
賃
は
、
世
帯
全
体
の

　

町
営
住
宅
の
家
賃
は
、
世
帯
全
体
の

収
入
及
び
世
帯
構
成
か
ら
決
定
し
て
い

収
入
及
び
世
帯
構
成
か
ら
決
定
し
て
い

ま
す
が
、
入
居
さ
れ
て
い
る
方
の
異
動
、

ま
す
が
、
入
居
さ
れ
て
い
る
方
の
異
動
、

退
職
、
失
職
な
ど
に
よ
り
、
世
帯
の
収

退
職
、
失
職
な
ど
に
よ
り
、
世
帯
の
収

入
額
に
変
動
が
あ
っ
た
と
き
や
、
所
得

入
額
に
変
動
が
あ
っ
た
と
き
や
、
所
得

が
著
し
く
低
い
世
帯
に
つ
い
て
は
、
年

が
著
し
く
低
い
世
帯
に
つ
い
て
は
、
年

度
途
中
か
ら
で
も
家
賃
を
減
額
で
き
る

度
途
中
か
ら
で
も
家
賃
を
減
額
で
き
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

該
当
と
な
る
よ
う
な
事
情
が
あ
る
場

　

該
当
と
な
る
よ
う
な
事
情
が
あ
る
場

合
は
、
建
設
課
に
て
必
要
書
類
に
記
入

合
は
、
建
設
課
に
て
必
要
書
類
に
記
入

し
て
い
た
だ
き
、
手
続
き
を
行
っ
て
く

し
て
い
た
だ
き
、
手
続
き
を
行
っ
て
く

だ
さ
い
。
家
賃
減
額
の
該
当
と
な
る
場

だ
さ
い
。
家
賃
減
額
の
該
当
と
な
る
場

合
は
、
手
続
き
が
完
了
し
た
翌
月
か
ら

合
は
、
手
続
き
が
完
了
し
た
翌
月
か
ら

減
額
と
な
り
ま
す
。

減
額
と
な
り
ま
す
。

▼▼
お
問
い
合
わ
せ
先

お
問
い
合
わ
せ
先

　

建
設
課　

住
宅
都
市
係

　

建
設
課　

住
宅
都
市
係

　

☎
6262
‐
２
１
１
３

‐
２
１
１
３

町
営
住
宅
家
賃
の

町
営
住
宅
家
賃
の

減
免
に
つ
い
て

減
免
に
つ
い
て

あ
げ
ま
す
・
ゆ
ず
っ
て
く
だ
さ
い

あ
げ
ま
す
・
ゆ
ず
っ
て
く
だ
さ
い

　

あ
げ
た
い
・
ゆ
ず
っ
て
ほ
し
い
も
の

　

あ
げ
た
い
・
ゆ
ず
っ
て
ほ
し
い
も
の

の
情
報
を
、
無
償
を
条
件
に
掲
載
し
ま
す
。

の
情
報
を
、
無
償
を
条
件
に
掲
載
し
ま
す
。

　

広
報
レ
タ
ー
な
ど
に

　

広
報
レ
タ
ー
な
ど
に
①
あ
げ
た
い
・

①
あ
げ
た
い
・

欲
し
い
物
②
氏
名
③
住
所
④
電
話
番
号

欲
し
い
物
②
氏
名
③
住
所
④
電
話
番
号

を
記
入
し
、
広
報
広
聴
係
へ
郵
送
、
ま

を
記
入
し
、
広
報
広
聴
係
へ
郵
送
、
ま

た
は
電
話
に
て
受
付
け
ま
す
。

た
は
電
話
に
て
受
付
け
ま
す
。

　

受
け
渡
し
は
、
広
報
広
聴
係
を
通
し

　

受
け
渡
し
は
、
広
報
広
聴
係
を
通
し

て
連
絡
先
を
お
伝
え
し
、
当
人
同
士
で

て
連
絡
先
を
お
伝
え
し
、
当
人
同
士
で

や
り
と
り
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

や
り
と
り
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

【
あ
げ
ま
す
】

【
あ
げ
ま
す
】

・・  

折
り
た
た
み
式
ベ
ッ
ド
（
シ
ン
グ
ル
）

折
り
た
た
み
式
ベ
ッ
ド
（
シ
ン
グ
ル
）

２
つ
２
つ

路
上
駐
車
は
や
め
ま
し
ょ
う

路
上
駐
車
は
や
め
ま
し
ょ
う

　

冬
期
間
の
路
上
駐
車
は
除
雪
作
業
の

　

冬
期
間
の
路
上
駐
車
は
除
雪
作
業
の

妨
げ
に
な
り
ま
す
。

妨
げ
に
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
雪
に
埋
も
れ
た
車
に
気
付
か
ず
、

　

ま
た
、
雪
に
埋
も
れ
た
車
に
気
付
か
ず
、

接
触
し
て
し
ま
う
こ
と
や
、
近
所
間
で

接
触
し
て
し
ま
う
こ
と
や
、
近
所
間
で

の
ト
ラ
ブ
ル
の
原
因
に
も
な
り
ま
す
。

の
ト
ラ
ブ
ル
の
原
因
に
も
な
り
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
消
防
車
や
救
急
車
等
の
緊

　

さ
ら
に
、
消
防
車
や
救
急
車
等
の
緊

急
車
両
の
通
行
が
妨
げ
ら
れ
、
命
に
関

急
車
両
の
通
行
が
妨
げ
ら
れ
、
命
に
関

わ
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

わ
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

路
上
駐
車
に
限
ら
ず
、
歩
道
上
で
の

　

路
上
駐
車
に
限
ら
ず
、
歩
道
上
で
の

駐
車
も
、
子
ど
も
た
ち
の
通
学
路
を
ふ

駐
車
も
、
子
ど
も
た
ち
の
通
学
路
を
ふ

さ
ぎ
、
歩
道
を
歩
け
な
い
危
険
な
状
態

さ
ぎ
、
歩
道
を
歩
け
な
い
危
険
な
状
態

に
な
り
ま
す
。

に
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
歩
道
上
で
の
駐
車
は
交
通
違

　

ま
た
、
歩
道
上
で
の
駐
車
は
交
通
違

反
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

反
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

歩
道
上
で
の
駐
車
や
長
時
間
の
路
上

　

歩
道
上
で
の
駐
車
や
長
時
間
の
路
上

駐
車
は
絶
対
に
や
め
ま
し
ょ
う
。

駐
車
は
絶
対
に
や
め
ま
し
ょ
う
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

・
町
民
生
活
課　

住
民
活
動
係

・
町
民
生
活
課　

住
民
活
動
係

　　
☎☎
6262
‐
１
１
５
２

‐
１
１
５
２

・
建
設
課

・
建
設
課

　　

☎☎
6262
‐
２
１
１
３

‐
２
１
１
３

　

２
月

　

２
月
1515
日
よ
り
、
清
水
町
コ
ミ
ュ
ニ

日
よ
り
、
清
水
町
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
バ
ス
の
運
行
車
両
が
新
し
く
な
り

テ
ィ
バ
ス
の
運
行
車
両
が
新
し
く
な
り

ま
し
た
の
で
、
利
用
者
の
皆
さ
ん
に
お

ま
し
た
の
で
、
利
用
者
の
皆
さ
ん
に
お

か
れ
ま
し
て
は
、
引
き
続
き
積
極
的
な

か
れ
ま
し
て
は
、
引
き
続
き
積
極
的
な

ご
利
用
を
お
願
い
し
ま
す
。

ご
利
用
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

な
お
、
今
回
の
車
両
の
更
新
に
つ
き

　

な
お
、
今
回
の
車
両
の
更
新
に
つ
き

ま
し
て
は
、
宝
く
じ
社
会
貢
献
広
報
事

ま
し
て
は
、
宝
く
じ
社
会
貢
献
広
報
事

業
の
一
環
と
し
て
、
宝
く
じ
の
受
託
事

業
の
一
環
と
し
て
、
宝
く
じ
の
受
託
事

業
収
入
を
財
源
と
し
て
実
施
さ
れ
て
い

業
収
入
を
財
源
と
し
て
実
施
さ
れ
て
い

る
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
助
成
事
業
」
を
利

る
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
助
成
事
業
」
を
利

用
し
、
宝
く
じ
の
助
成
金
で
行
っ
て
い

用
し
、
宝
く
じ
の
助
成
金
で
行
っ
て
い

ま
す
。

ま
す
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　

企
画
課　

企
画
統
計
係

　

企
画
課　

企
画
統
計
係

　　

☎☎
6262
‐
２
１
１
４

‐
２
１
１
４

清
水
町
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
が

清
水
町
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
が

新
し
く
な
り
ま
し
た

新
し
く
な
り
ま
し
た

　　札幌国税局では、国税局や税務署において、税札幌国税局では、国税局や税務署において、税
のスペシャリストとして活躍する国税専門官を次のスペシャリストとして活躍する国税専門官を次
のとおり募集します。のとおり募集します。
■受験資格■受験資格
①平成５年４月２日～平成14年４月１日生まれの者①平成５年４月２日～平成14年４月１日生まれの者
②平成14年４月２日以降生まれの者で大学を卒業②平成14年４月２日以降生まれの者で大学を卒業
　する見込みの者など別に定める者　する見込みの者など別に定める者
■申込期間・申込方法■申込期間・申込方法
　３月１日(水 )～３月20日 (月 )の期間にイン　３月１日(水 )～３月20日 (月 )の期間にイン
　ターネットで申込みしてください。　ターネットで申込みしてください。
　【申込み専用アドレス】 　【申込み専用アドレス】 
　http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html　http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html
■試験日時■試験日時　　
・第１次試験　６月４日(日)・第１次試験　６月４日(日)
・第２次試験　７月３日(月)～７月14日(金)の・第２次試験　７月３日(月)～７月14日(金)の
　　　　　　　うち指定する日　　　　　　　うち指定する日
■お問い合わせ先■お問い合わせ先
　・札幌国税局人事第２課採用担当　・札幌国税局人事第２課採用担当
　　(　　( ☎☎011-231-5011 内線2315)011-231-5011 内線2315)
　・帯広税務署総務課(　・帯広税務署総務課(☎☎0155-24-2161音声案内2番）0155-24-2161音声案内2番）

国税専門官を募集しています国税専門官を募集しています

・
清
水
中
学
校
制
服
（
男
子
）　

一
式

・
清
水
中
学
校
制
服
（
男
子
）　

一
式

【
ゆ
ず
っ
て
く
だ
さ
い
】

【
ゆ
ず
っ
て
く
だ
さ
い
】

・
清
水
中
学
校
制
服
（
女
子
）
２
着

・
清
水
中
学
校
制
服
（
女
子
）
２
着

・・  

シ
ル
バ
ニ
ア
フ
ァ
ミ
リ
ー
（
ど
ん
な

シ
ル
バ
ニ
ア
フ
ァ
ミ
リ
ー
（
ど
ん
な

も
の
で
も
構
い
ま
せ
ん
）

も
の
で
も
構
い
ま
せ
ん
）

・・  

ホ
ン
ダ

ホ
ン
ダ  

ス
ー
パ
ー
カ
ブ
（
排
気
量

ス
ー
パ
ー
カ
ブ
（
排
気
量

は
問
い
ま
せ
ん
）

は
問
い
ま
せ
ん
）

・
ワ
ー
ド
プ
ロ
セ
ッ
サ
ー

・
ワ
ー
ド
プ
ロ
セ
ッ
サ
ー

▼▼
お
問
い
合
わ
せ
先

お
問
い
合
わ
せ
先

　　

企
画
課　

広
報
広
聴
係

企
画
課　

広
報
広
聴
係

　　

☎
6262
‐
２
１
１
４

‐
２
１
１
４

　

４
月
１
日
よ
り
公
衆
浴
場
入
浴
料
を

　

４
月
１
日
よ
り
公
衆
浴
場
入
浴
料
を

改
定
し
ま
す
。
利
用
者
の
皆
様
に
は
ご

改
定
し
ま
す
。
利
用
者
の
皆
様
に
は
ご

不
便
を
お
か
け
し
ま
す
が
、
ご
理
解
と

不
便
を
お
か
け
し
ま
す
が
、
ご
理
解
と

ご
協
力
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

ご
協
力
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

【
改
定
内
容
】

【
改
定
内
容
】
1212
歳
以
上
の
入
浴
料

歳
以
上
の
入
浴
料

　

４
５
０
円
→
４
８
０
円

　

４
５
０
円
→
４
８
０
円

※※
1212
歳
以
下
入
浴
料
は
変
更
あ
り
ま
せ
ん
。

歳
以
下
入
浴
料
は
変
更
あ
り
ま
せ
ん
。

▼▼
お
問
い
合
わ
せ
先

お
問
い
合
わ
せ
先

　

町
民
生
活
課　

生
活
環
境
係

　

町
民
生
活
課　

生
活
環
境
係

　

☎
6767
‐
７
５
５
５

‐
７
５
５
５

清
水
町
営
公
衆
浴
場

清
水
町
営
公
衆
浴
場

入
浴
料
の
改
定
に
つ
い
て

入
浴
料
の
改
定
に
つ
い
て

春休み期間中のスクールバス等の春休み期間中のスクールバス等の

運休について運休について

　小中学校の春休み期間中（３月 25 日～４月　小中学校の春休み期間中（３月 25 日～４月
９日）、スクールバスは運休します。９日）、スクールバスは運休します。
　なお、町有バスについても運休しますので　なお、町有バスについても運休しますので
あらかじめご了承ください。あらかじめご了承ください。
▼お問い合わせ先▼お問い合わせ先
　学校教育課　　学校教育課　
　学校給食センター業務係　学校給食センター業務係　　☎☎ 62‐261662‐2616
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固
定
資
産
の
縦
覧
及
び

固
定
資
産
の
縦
覧
及
び

閲
覧
を
行
い
ま
す

閲
覧
を
行
い
ま
す

〇
縦
覧
帳
簿
の
縦
覧

〇
縦
覧
帳
簿
の
縦
覧

　

こ
の
制
度
で
は
町
内
に
所
在
す
る
土

　

こ
の
制
度
で
は
町
内
に
所
在
す
る
土

地
や
家
屋
の
評
価
額
が
縦
覧
で
き
、
自

地
や
家
屋
の
評
価
額
が
縦
覧
で
き
、
自

分
の
土
地
や
家
屋
の
評
価
額
と
比
較
す

分
の
土
地
や
家
屋
の
評
価
額
と
比
較
す

る
こ
と
で
評
価
の
適
正
さ
を
確
認
で
き

る
こ
と
で
評
価
の
適
正
さ
を
確
認
で
き

ま
す
。
こ
の
縦
覧
の
た
め
に
「
土
地
価

ま
す
。
こ
の
縦
覧
の
た
め
に
「
土
地
価

格
等
縦
覧
帳
簿
」
と
「
家
屋
価
格
等
縦

格
等
縦
覧
帳
簿
」
と
「
家
屋
価
格
等
縦

覧
帳
簿
」（
所
有
者
と
税
額
は
記
載
さ

覧
帳
簿
」（
所
有
者
と
税
額
は
記
載
さ

れ
て
い
ま
せ
ん
）
を
用
意
し
て
い
ま
す
。

れ
て
い
ま
せ
ん
）
を
用
意
し
て
い
ま
す
。

◇
期
間

◇
期
間

　　

４
月
３
日（
月
）～
５
月

４
月
３
日（
月
）～
５
月
3131
日（
水
）ま
で

日（
水
）ま
で

※※  

土
日
・
祝
日
を
除
い
た
日
の
８
時

土
日
・
祝
日
を
除
い
た
日
の
８
時
4545

分
～
分
～
1717
時時
3030
分
ま
で

分
ま
で

◇
場
所　

税
務
課

◇
場
所　

税
務
課

◇
対
象

◇
対
象

　

納
税
義
務
者
本
人
及
び
納
税
管
理
人

　

納
税
義
務
者
本
人
及
び
納
税
管
理
人

◇
縦
覧
帳
簿
の
内
容

◇
縦
覧
帳
簿
の
内
容

・
土
地
価
格
等
縦
覧
帳
簿

・
土
地
価
格
等
縦
覧
帳
簿

（
所
在
、
地
番
、
地
目
、
地
積
、
価
格
）

（
所
在
、
地
番
、
地
目
、
地
積
、
価
格
）

・
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿

・
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿

（（  

所
在
、
家
屋
番
号
、
種
類
、
構
造
、

所
在
、
家
屋
番
号
、
種
類
、
構
造
、

床
面
積
、
価
格
）

床
面
積
、
価
格
）

◇
手
数
料　

無
料

◇
手
数
料　

無
料

〇
課
税
台
帳
の
閲
覧

〇
課
税
台
帳
の
閲
覧

　

納
税
義
務
者
本
人
の
ほ
か
、
借
地
人
・

　

納
税
義
務
者
本
人
の
ほ
か
、
借
地
人
・

借
家
人
や
固
定
資
産
を
処
分
す
る
権
利

借
家
人
や
固
定
資
産
を
処
分
す
る
権
利

を
有
す
る
一
定
の
人
は
、「
固
定
資
産

を
有
す
る
一
定
の
人
は
、「
固
定
資
産

課
税
台
帳
」
に
記
載
さ
れ
た
内
容
（
借

課
税
台
帳
」
に
記
載
さ
れ
た
内
容
（
借

地
人
・
借
家
人
の
方
は
対
象
の
固
定
資

地
人
・
借
家
人
の
方
は
対
象
の
固
定
資

産
の
課
税
内
容
）
を
確
認
で
き
ま
す
。

産
の
課
税
内
容
）
を
確
認
で
き
ま
す
。

◇
期
間

◇
期
間

　

４
月
３
日（
月
）～
令
和
６
年
３
月

　

４
月
３
日（
月
）～
令
和
６
年
３
月
2929

日（
金
）ま
で

日（
金
）ま
で

※※  

土
日
・
祝
日
を
除
い
た
日
の
８
時

土
日
・
祝
日
を
除
い
た
日
の
８
時
4545

分
～
分
～
1717
時時
3030
分
ま
で

分
ま
で

◇
場
所　

税
務
課

◇
場
所　

税
務
課

◇
対
象

◇
対
象

・
本
人
及
び
同
居
の
家
族

・
本
人
及
び
同
居
の
家
族

・
代
理
人

・
代
理
人

※※  

代
理
権
を
明
ら
か
に
で
き
る
書
類
（
委

代
理
権
を
明
ら
か
に
で
き
る
書
類
（
委

任
状
）
を
持
参
願
い
ま
す
。

任
状
）
を
持
参
願
い
ま
す
。

・・  

借
地
・
借
家
人
等
の
使
用
及
び
収
益

借
地
・
借
家
人
等
の
使
用
及
び
収
益

の
権
利
等
を
有
す
る
人

の
権
利
等
を
有
す
る
人

※※  

契
約
書
等
権
利
関
係
を
示
す
書
類
を

契
約
書
等
権
利
関
係
を
示
す
書
類
を

持
参
願
い
ま
す
。

持
参
願
い
ま
す
。

◇
手
数
料　

縦
覧
期
間
中
は
無
料

◇
手
数
料　

縦
覧
期
間
中
は
無
料

〇
納
税
通
知
書
の
発
送
予
定
日

〇
納
税
通
知
書
の
発
送
予
定
日

　

５
月

　

５
月
1010
日
（
水
）
予
定

日
（
水
）
予
定

〇
審
査
申
出

〇
審
査
申
出

　

納
税
通
知
書
の
交
付
日
の
あ
と
３
か

　

納
税
通
知
書
の
交
付
日
の
あ
と
３
か

月
ま
で
の
期
間
、
固
定
資
産
評
価
審
査

月
ま
で
の
期
間
、
固
定
資
産
評
価
審
査

委
員
会
へ
決
定
価
格
の
審
査
を
申
し
出

委
員
会
へ
決
定
価
格
の
審
査
を
申
し
出

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

【
お
願
い
】

【
お
願
い
】

　

固
定
資
産
は
、
皆
さ
ん
の
大
切
な
財

　

固
定
資
産
は
、
皆
さ
ん
の
大
切
な
財

産
で
す
。
納
付
書
に
添
付
し
て
い
る
課

産
で
す
。
納
付
書
に
添
付
し
て
い
る
課

税
明
細
書
は
物
件
に
つ
い
て
詳
し
く
記

税
明
細
書
は
物
件
に
つ
い
て
詳
し
く
記

載
し
て
い
ま
す
の
で
、
必
ず
内
容
を
確

載
し
て
い
ま
す
の
で
、
必
ず
内
容
を
確

認
し
、
現
状
と
異
な
っ
て
い
る
場
合
は

認
し
、
現
状
と
異
な
っ
て
い
る
場
合
は

ご
連
絡
を
お
願
い
し
ま
す
。

ご
連
絡
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

ま
た
、
家
屋
を
取
り
壊
し
て
い
る
場

　

ま
た
、
家
屋
を
取
り
壊
し
て
い
る
場

合
な
ど
は
届
出
が
必
要
で
す
の
で
、
ご

合
な
ど
は
届
出
が
必
要
で
す
の
で
、
ご

連
絡
お
願
い
し
ま
す
。

連
絡
お
願
い
し
ま
す
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　

税
務
課　

資
産
税
係

　

税
務
課　

資
産
税
係

　　

☎☎
6262
‐
１
１
５
２

‐
１
１
５
２

軽
自
動
車
の
廃
車
手
続
き
は

軽
自
動
車
の
廃
車
手
続
き
は

お
済
み
で
す
か
？

お
済
み
で
す
か
？

　

原
動
機
付
自
転
車
や
軽
自
動
車
等
に

　

原
動
機
付
自
転
車
や
軽
自
動
車
等
に

対
す
る
軽
自
動
車
税
は
、
毎
年
４
月
１

対
す
る
軽
自
動
車
税
は
、
毎
年
４
月
１

日
現
在
で
車
両
を
所
有
（
登
録
）
し
て

日
現
在
で
車
両
を
所
有
（
登
録
）
し
て

い
る
場
合
に
、
年

い
る
場
合
に
、
年
税
額
が
課
税
さ
れ
ま
す
。

税
額
が
課
税
さ
れ
ま
す
。

　　

そ
の
た
め
、
４
月
２
日
以
降
に
廃
棄

そ
の
た
め
、
４
月
２
日
以
降
に
廃
棄

や
名
義
変
更
を
さ
れ
て
も
、
月
割
り
課

や
名
義
変
更
を
さ
れ
て
も
、
月
割
り
課

税
の
制
度
は
な
く
、
そ
の
年
分
の
税
金

税
の
制
度
は
な
く
、
そ
の
年
分
の
税
金

を
納
め
て
い
た
だ
き
ま
す
。

を
納
め
て
い
た
だ
き
ま
す
。

次
の
手
続
き
を
し
た
人
は
要
注
意
！

次
の
手
続
き
を
し
た
人
は
要
注
意
！

・
車
両
を
廃
棄
処
分
し
た
人

・
車
両
を
廃
棄
処
分
し
た
人

　

廃
棄
処
分
だ
け
で
は
登
録
が
残
る
こ

　

廃
棄
処
分
だ
け
で
は
登
録
が
残
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。
す
み
や
か
に
廃
車
手

と
に
な
り
ま
す
。
す
み
や
か
に
廃
車
手

続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

・
知
人
等
に
譲
渡
し
た
人

・
知
人
等
に
譲
渡
し
た
人

　

譲
渡
し
た
場
合
は
名
義
の
変
更
が
必

　

譲
渡
し
た
場
合
は
名
義
の
変
更
が
必

要
で
す
。
手
続
き
漏
れ
の
場
合
は
、
譲

要
で
す
。
手
続
き
漏
れ
の
場
合
は
、
譲

渡
す
る
前
の
所
有
者
に
納
税
通
知
書
が

渡
す
る
前
の
所
有
者
に
納
税
通
知
書
が

送
ら
れ
ま
す
。

送
ら
れ
ま
す
。

車
両
の
廃
車
・
名
義
変
更
の
手
続
き
は

車
両
の
廃
車
・
名
義
変
更
の
手
続
き
は

■
原
動
機
付
自
転
車

■
原
動
機
付
自
転
車((

１
２
５
ｃ
ｃ
以

１
２
５
ｃ
ｃ
以

下
の
バ
イ
ク
）、
小
型
特
殊
自
動
車
（
ト

下
の
バ
イ
ク
）、
小
型
特
殊
自
動
車
（
ト

ラ
ク
タ
ー
等
）、
三
輪
（
ミ
ニ
カ
ー
）

ラ
ク
タ
ー
等
）、
三
輪
（
ミ
ニ
カ
ー
）

　

役
場
税
務
課
ま
た
は
御
影
支
所
で
手

　

役
場
税
務
課
ま
た
は
御
影
支
所
で
手

続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

【
必
要
な
も
の
】

【
必
要
な
も
の
】

①
廃
車
～
使
用
者
・
所
有
者
の
印
鑑
、

①
廃
車
～
使
用
者
・
所
有
者
の
印
鑑
、

　

ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト

　

ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト

②
名
義
変
更
～
新
旧
使
用
者
・
所
有
者

②
名
義
変
更
～
新
旧
使
用
者
・
所
有
者

　

の
印
鑑
な
ど

　

の
印
鑑
な
ど

■
軽
自
動
車
（
二
輪
を
除
く
）

■
軽
自
動
車
（
二
輪
を
除
く
）

　

軽
自
動
車
検
査
協
会
帯
広
事
務
所
（
帯

　

軽
自
動
車
検
査
協
会
帯
広
事
務
所
（
帯

広
市
西

広
市
西
1919
条
北
１
丁
目
８
番

条
北
１
丁
目
８
番
1111
号
）
で

号
）
で

手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

※※  

手
続
き
に
必
要
な
も
の
は
、
直
接
ご

手
続
き
に
必
要
な
も
の
は
、
直
接
ご

確
認
く
だ
さ
い
。

確
認
く
だ
さ
い
。

■■
二
輪
の
軽
自
動
車
（
１
２
５
ｃ
ｃ
超

二
輪
の
軽
自
動
車
（
１
２
５
ｃ
ｃ
超

２
５
０
ｃ
ｃ
以
下
の
バ
イ
ク
）、
二
輪

２
５
０
ｃ
ｃ
以
下
の
バ
イ
ク
）、
二
輪

の
小
型
自
動
車
（
２
５
０
ｃ
ｃ
超
の
バ

の
小
型
自
動
車
（
２
５
０
ｃ
ｃ
超
の
バ

イ
ク
）

イ
ク
）

　

北
海
道
運
輸
局
帯
広
陸
運
支
局
（
帯

　

北
海
道
運
輸
局
帯
広
陸
運
支
局
（
帯

広
市
西

広
市
西
1919
条
北
１
丁
目
８
番
４
号
）
で

条
北
１
丁
目
８
番
４
号
）
で

手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

※※  

手
続
き
に
必
要
な
も
の
は
、
直
接
ご

手
続
き
に
必
要
な
も
の
は
、
直
接
ご

確
認
く
だ
さ
い
。

確
認
く
だ
さ
い
。

▼▼
お
問
い
合
わ
せ
先

お
問
い
合
わ
せ
先

・
税
務
課　

町
民
税
係

・
税
務
課　

町
民
税
係

　　
☎☎
6262
‐
１
１
５
２

‐
１
１
５
２

・
軽
自
動
車
検
査
協
会
帯
広
事
務
所

・
軽
自
動
車
検
査
協
会
帯
広
事
務
所

　　
☎☎
０
５
０
‐
３
８
１
６
‐
１
７
６
８

０
５
０
‐
３
８
１
６
‐
１
７
６
８

・
北
海
道
運
輸
局
帯
広
陸
運
支
局

・
北
海
道
運
輸
局
帯
広
陸
運
支
局

　　

☎☎
０
５
０
‐
５
５
４
０
‐
２
０
０
６

０
５
０
‐
５
５
４
０
‐
２
０
０
６

軽
自
動
車
税
種
別
割
の

軽
自
動
車
税
種
別
割
の

減
免
が
受
け
ら
れ
ま
す

減
免
が
受
け
ら
れ
ま
す

　

身
体
等
に
障
が
い
を
お
持
ち
の
人
が

　

身
体
等
に
障
が
い
を
お
持
ち
の
人
が

使
用
す
る
軽
自
動
車
又
は
通
院
や
送
迎

使
用
す
る
軽
自
動
車
又
は
通
院
や
送
迎

等
、
身
体
等
に
障
が
い
の
あ
る
人
の
た

等
、
身
体
等
に
障
が
い
の
あ
る
人
の
た

め
に
使
用
す
る
軽
自
動
車
で
、
一
定
の

め
に
使
用
す
る
軽
自
動
車
で
、
一
定
の

要
件
を
満
た
す
も
の
は
、
申
請
に
よ
り

要
件
を
満
た
す
も
の
は
、
申
請
に
よ
り

軽
自
動
車
税
の
種
別
割
の
減
免
を
受
け

軽
自
動
車
税
の
種
別
割
の
減
免
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

◎
減
免
の
対
象
と
な
る
人

◎
減
免
の
対
象
と
な
る
人

　

◆
身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け

　

◆
身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け

　
　

て
い
る
人
（
下
記
表
参
照
）

　
　

て
い
る
人
（
下
記
表
参
照
）

　

◆

　

◆
療
育
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
人

療
育
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
人

　　

◆
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
の
交

◆
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
の
交

　
　

付
を
受
け
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障がいの区分 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級
視　　覚　　障　　害 ○ ○ ○ ○

聴　　覚　　障　　害 ○ ○

平　衡　機　能　障　害 ○ ○

音　声　機　能　障　害 ○（※）

上　肢　不　自　由 ○ ○ ○

下　肢　不　自　由 ○ ○ ○ ○ ○ ○

体　幹　不　自　由 ○ ○ ○ ○

乳幼児期以前の非進行性の
脳病変による運動機能障害

上肢機能 ○ ○ ○

移動機能 ○ ○ ○ ○ ○ ○

心　臓　機　能　障　害 ○ ○ ○

じん　臓　機　能　障　害 ○ ○ ○

呼　吸　器　機　能　障　害 ○ ○ ○

ぼうこう・直腸機能障害 ○ ○ ○

小　腸　機　能　障　害 ○ ○ ○

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 ○ ○ ○ ○

肝　臓　機　能　障　害 ○ ○ ○ ○

（※）喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限ります。
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　畜犬や野犬による人または家畜への危険防止のため、町で　畜犬や野犬による人または家畜への危険防止のため、町で
は「畜犬取締及び野犬掃とう条例」により野犬掃とうを実施は「畜犬取締及び野犬掃とう条例」により野犬掃とうを実施
します。します。
◇◇実施期間実施期間　４月１日～９月30日　４月１日～９月30日
◇◇実施区域実施区域　町内全域　町内全域
◇対象◇対象　鎖などでつながれていない犬　鎖などでつながれていない犬
※飼い犬と判断できる犬は、役場で保護します。※飼い犬と判断できる犬は、役場で保護します。
◇◇犬を飼育している方の注意事項犬を飼育している方の注意事項
・ 犬の登録、狂犬病予防注射は必ず受け、登録の証を付けま・ 犬の登録、狂犬病予防注射は必ず受け、登録の証を付けま
しょう。しょう。

・目のつきやすい箇所に「犬」のシールを貼りましょう。・目のつきやすい箇所に「犬」のシールを貼りましょう。
・ 外出時には、他人に迷惑をかけないためにもフンの後始末・ 外出時には、他人に迷惑をかけないためにもフンの後始末
をしましょう。をしましょう。

・ 必ず２ｍ以内の鎖でつなぐか、檻の中で飼いましょう。放・ 必ず２ｍ以内の鎖でつなぐか、檻の中で飼いましょう。放
し飼いは掃とうの対象となります。また、鎖でつなぐ場合し飼いは掃とうの対象となります。また、鎖でつなぐ場合
は通行人等に接触しないようにしましょう。は通行人等に接触しないようにしましょう。

・ 自分の敷地内でも犬が接触する可能性があるときは、呼鈴・ 自分の敷地内でも犬が接触する可能性があるときは、呼鈴
や郵便受けなどを境界付近に移動させましょう。や郵便受けなどを境界付近に移動させましょう。

・犬の周囲は清潔にしましょう。・犬の周囲は清潔にしましょう。
・ 犬の飼育に責任を持ちましょう。どうしても飼育できない・ 犬の飼育に責任を持ちましょう。どうしても飼育できない
場合は、町民生活課生活環境係または十勝総合振興局保健場合は、町民生活課生活環境係または十勝総合振興局保健
環境部（北海道帯広保健所）新得地域保健支所にご相談く環境部（北海道帯広保健所）新得地域保健支所にご相談く
ださい。ださい。

犬の放し飼いはやめましょう

お問い合わせ先お問い合わせ先
・町民生活課　生活環境係・町民生活課　生活環境係　☎　☎67-755567-7555
・北海道帯広保健所新得地域保健支所　・北海道帯広保健所新得地域保健支所　☎☎0156-64-51040156-64-5104

４４月月 1010 日日（（月月）） 開催！！開催！！

ふれあいふれあいトークトーク

町民町民とと町長町長のの

　町政への要望など、町長と直接話せる『町民

と町長のふれあいトーク』を毎月開催しています。

　申し込みは、①希望の時間帯、②人数、③ト

ークの概要、④トークする方法（対面・電話・

リモート）を、企画課広報広聴係まで、事前に

ご連絡ください。

　来庁の際は、新型コロナウイルス感染症拡大

防止対策に、ご協力をお願いします。

※リモートでの申込締切：４月３日（月） 

■ ■ 申込・お問い合わせ申込・お問い合わせ ■ ■

　 　 企画課 広報広聴係 (企画課 広報広聴係 ( ☎☎62－211462－2114))
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〈予防接種〉事前に接種医療機関へ予約してください。

『４月の健康カレンダー』　　■ お問い合わせ　保健福祉課 健康推進係 ( ☎ 67－7320)

＊ 保健福祉センター内の相談ルームでは、平日８：45～17：30に妊娠・子育ての相談や赤ちゃんの身体計測が出来
ます。

＊母子手帳の交付は予約制です。
＊ 骨粗しょう症検診を毎週水曜日に清水赤十字病院で行っています。対象は、18歳以上の女性です。受診を希望す
る場合は、前日までに直接病院へお申し込みください。（清水赤十字病院☎0156-62-2513）

＊ こころの健康相談を毎月第２火曜日と毎月第４木曜日に保健所で行っています。ご本人やご家族からの相談をお
受けします。予約制となっておりますので、帯広保健所または保健福祉センターにご連絡ください。（帯広保健所
☎0155-21-9110）

日時 対象 会場
乳幼児健康相談 13日（木） 14：00～16：00　受付 乳幼児 保健福祉センター

２か月児相談 27日（木） 10：00～10：15　受付 令和５年２月生 保健福祉センター

乳児健診・ＢＣＧ 19日（水） 13：00～13：15　受付
13：15～13：30　受付

令和４年11月生
令和４年５月生 保健福祉センター

７～８か月児相談 25日（火） ９：40～９：50　受付 令和４年８月・９月生 保健福祉センター

１歳２か月児相談 13日（木） 13：00～ 令和４年２月生 保健福祉センター

３歳児健診 28日（金） 13：00～13：15　受付 令和２年３月１日
　～４月26日生 保健福祉センター

定期予防接種
（法律に基づく予防接種）

４種混合（ジフテリア・百日咳・破傷風・ポリオ）、２種混合（ジフテリア・破傷風）、ロ
タウイルス、ヒブ、小児用肺炎球菌、Ｂ型肝炎、麻しん（はしか）風しん混合、水痘（水
ぼうそう）、日本脳炎、子宮頸がん予防、高齢者の肺炎球菌

任意予防接種
おたふくかぜ
※ 保護者と本人が、医師と相談し、ワクチンの効果や副反応について十分理解したうえで、

接種するか否かを決めてください。

接種医療機関
清水赤十字病院、だい内科医院、前田クリニック、御影診療所
※「ロタウイルス」は、清水赤十字病院とだい内科のみ実施。
※「子宮頸がん予防」は、清水赤十字病院と前田クリニックのみ実施。

接種料金 高齢者の肺炎球菌は、町が一部負担します。
その他の接種は、町が全額負担します。

【４月】子育て支援センター事業カレンダー

日 月 火 水 木 金 土

１

２ ３ ４ ５ ６ ７ ８

９ 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

４月の子育て支援センター事業のお知らせ

　子育て支援センター事業を次のとおり行
います。お子さんと一緒に、ご参加ください。

● 会場は保健福祉センター
● 御影げんきひろば会場は御影改善センター
● 第５週目はお休み
● ファミリーデーは、事前申込が必要です。

げんき

げんき

げんき

げんき

げんき げんき

げんき

げんき

げんき

げんき

げんき

げんき

げんき

げんき

げんき

御影げんき

御影げんき

御影げんき

ベビマ

ベビマ

ベビマ

ベビマ

ファミリー

げんきひろば　9：30～11：30げんきひろば　9：30～11：30
※※対象は対象は００歳～就学前の子と保護者歳～就学前の子と保護者

御影げんきひろば　10：00～11：30御影げんきひろば　10：00～11：30
※※対象は対象は００歳～就学前の子と保護者歳～就学前の子と保護者

ＰＭげんき　13：30～15：30ＰＭげんき　13：30～15：30
※※対象は対象は００歳～就学前の子と保護者歳～就学前の子と保護者

※※げんきひろばのスペースを開放しますげんきひろばのスペースを開放します

ベビーマッサージ　11：00～11：30ベビーマッサージ　11：00～11：30
※※対象は概ね対象は概ね２２か月からの子と保護者か月からの子と保護者

ファミリーデー　9：30～11：30ファミリーデー　9：30～11：30
※※対象は対象は００歳～就学前の子と保護者歳～就学前の子と保護者

げんき

御影げんき

ベビマ

ファミリー

ＰＭげんき
ＰＭげんき

ＰＭげんき
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ＰＭげんき

ＰＭげんき

ＰＭげんき

ＰＭげんき

ＰＭげんき

ＰＭげんき

■ お問い合わせ
　 子育て支援課 子育て支援係 ( ☎ 69－2226)
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ＰＭげんき
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出産 ・ 子育て応援給付金を支給します　　出産 ・ 子育て応援給付金を支給します　　■ お問い合わせ　保健福祉課 健康推進係(☎ 67－7320)

　妊婦や子育て中の人が安心して出産・子育てができるよう、妊娠期から子育て期にわたって継続的に　妊婦や子育て中の人が安心して出産・子育てができるよう、妊娠期から子育て期にわたって継続的に
サポートします。サポートします。
　その一つとして、令和５年２月15日より、出産・子育て応援給付金の支給を開始しました。出産育児　その一つとして、令和５年２月15日より、出産・子育て応援給付金の支給を開始しました。出産育児
関連用品の購入や子育て支援サービスの利用に活用してください。関連用品の購入や子育て支援サービスの利用に活用してください。
　　対象者には、妊娠届出時もしくは赤ちゃん訪問時に詳細をお知らせします。対象者には、妊娠届出時もしくは赤ちゃん訪問時に詳細をお知らせします。
〇出産応援給付金〇出産応援給付金
　妊娠届出時等に、町の面談を受けた妊婦に対し、妊婦１人につき５万円を支給します。　妊娠届出時等に、町の面談を受けた妊婦に対し、妊婦１人につき５万円を支給します。
〇子育て応援給付金〇子育て応援給付金
　出産後に町の赤ちゃん訪問等で面談を受けた養育者１名に対し、子ども１人につき５万円を支給します。　出産後に町の赤ちゃん訪問等で面談を受けた養育者１名に対し、子ども１人につき５万円を支給します。

　出産応援給付金は、令和４年４月１日以降に妊娠届出をした人、子育て応援給付金は令和４年４　出産応援給付金は、令和４年４月１日以降に妊娠届出をした人、子育て応援給付金は令和４年４
月１日以降に生まれた子どもを養育している人も対象です。月１日以降に生まれた子どもを養育している人も対象です。
　　対象者には２月に個別通知をしましたが、通知が来ていない場合やその他問い合わせ等がありま対象者には２月に個別通知をしましたが、通知が来ていない場合やその他問い合わせ等がありま
したら、ご連絡下さい。したら、ご連絡下さい。



お知らせ版 2023.３.15【10】【11】お知らせ版 2023.３.15

　

図
書
館
で
は
、
電
車
が
テ
ー
マ
の
お

　

図
書
館
で
は
、
電
車
が
テ
ー
マ
の
お

は
な
し
会
を
行
い
ま
す
。
電
車
が
大
好

は
な
し
会
を
行
い
ま
す
。
電
車
が
大
好

き
な
お
子
さ
ん
と
一
緒
に
、
ぜ
ひ
お
越

き
な
お
子
さ
ん
と
一
緒
に
、
ぜ
ひ
お
越

し
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
参
加
者
に
は
電

し
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
参
加
者
に
は
電

車
の
ぬ
り
絵
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
し
ま
す
。

車
の
ぬ
り
絵
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
し
ま
す
。

老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
で
は
エ
プ
ロ
ン
シ

老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
で
は
エ
プ
ロ
ン
シ

ア
タ
ー
な
ど
を
行
い
ま
す
。

ア
タ
ー
な
ど
を
行
い
ま
す
。

▼▼
日
時
・
会
場

日
時
・
会
場

①
４
月

①
４
月
1515
日
（
土
）　

日
（
土
）　

1313
時時
3030
分
～
分
～
1414
時時

　

老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー

　

老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー

②
４
月

②
４
月
2222
日
（
土
）　

日
（
土
）　

1111
時時
3030
分
～
分
～
1212
時時

　

図
書
館

　

図
書
館

▼▼
お
問
い
合
わ
せ
先

お
問
い
合
わ
せ
先

　　

図
書
館　

図
書
館　

☎☎
6262
‐
３
０
３
０

‐
３
０
３
０

お
は
な
し
会
の
お
知
ら
せ

お
は
な
し
会
の
お
知
ら
せ

除
籍
済
み
資
料
・
雑
誌
を

除
籍
済
み
資
料
・
雑
誌
を

差
し
上
げ
ま
す

差
し
上
げ
ま
す

　

保
存
期
限
切
れ
等
の
理
由
で
除
籍
し

　

保
存
期
限
切
れ
等
の
理
由
で
除
籍
し

た
図
書
や
雑
誌
を
町
民
の
皆
さ
ん
へ
無

た
図
書
や
雑
誌
を
町
民
の
皆
さ
ん
へ
無

料
で
提
供
し
ま
す
。

料
で
提
供
し
ま
す
。

▼
実
施
期
間

▼
実
施
期
間

　

４

　

４
月月
1919
日
（
水
）
～
４
月

日
（
水
）
～
４
月
2424
日
（
月
）

日
（
月
）

　　

1010
時
～
時
～
1818
時時

※
火
曜
・
祝
日
は
休
館
で
す
。

※
火
曜
・
祝
日
は
休
館
で
す
。

▼▼
実
施
場
所

実
施
場
所　

図
書
館
正
面
玄
関
内

　

図
書
館
正
面
玄
関
内

▼▼
お
問
い
合
わ
せ
先

お
問
い
合
わ
せ
先

　　

図
書
館　

図
書
館　

☎☎
6262
‐
３
０
３
０

‐
３
０
３
０

　

町
内
の
吉
田
詢
子
さ
ん
に
よ
る
植
物

　

町
内
の
吉
田
詢
子
さ
ん
に
よ
る
植
物

細
密
画
展
で
す
。
フ
キ
ノ
ト
ウ
や
福
寿

細
密
画
展
で
す
。
フ
キ
ノ
ト
ウ
や
福
寿

草
な
ど
、
春
が
訪
れ
る
喜
び
を
感
じ
ら

草
な
ど
、
春
が
訪
れ
る
喜
び
を
感
じ
ら

れ
る
可
憐
な
花
の
作
品
を
展
示
し
ま
す
。

れ
る
可
憐
な
花
の
作
品
を
展
示
し
ま
す
。

ぜ
ひ
、
ご
覧
く
だ
さ
い
。

ぜ
ひ
、
ご
覧
く
だ
さ
い
。

『
吉
田
詢
子
植
物
細
密
画
展　

春
の
花

『
吉
田
詢
子
植
物
細
密
画
展　

春
の
花

た
ち
』

た
ち
』

▼▼
展
示
期
間

展
示
期
間

　　

４
月
１
日
（
土
）

４
月
１
日
（
土
）
～
４
月

～
４
月
2828
日日
（
金
）

（
金
）

　　

1010
時
～
時
～
1818
時時

※
火
曜
・
祝
日
は
休
館
で
す
。

※
火
曜
・
祝
日
は
休
館
で
す
。

▼▼
お
問
い
合
わ
せ
先

お
問
い
合
わ
せ
先

　　

図
書
館　

図
書
館　

☎☎
6262
‐
３
０
３
０

‐
３
０
３
０

４
月
の
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル
展

４
月
の
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル
展

の
ご
案
内

の
ご
案
内

卓球協会 卓球少年団

毎週 火・木 曜日

19：30～21：30
毎週 火・木 曜日

18：00～19：30

毎週 土 曜日

18：00～21：30
毎週 土 曜日

9：00～13：00

ピンポン同好会 卓球友の会

毎週 日曜日～金曜日

10：00～12：00
毎週 月・水・金 曜日

13：30～15：30

剣道少年団

毎週 水 曜日

18：00～19：30

※  ４月17日（月）は休館日

４月 体育館第２競技場利用案内

18：00～19：3018：00～19：30 19：30～21：3019：30～21：30

清
水
小
学
校　

体
育
館

清
水
小
学
校　

体
育
館

日日

月月

火火

水水 サッカー少年団サッカー少年団

木木

金金

土土

18：00～19：3018：00～19：30 19：30～21：3019：30～21：30

清
水
中
学
校　

体
育
館

清
水
中
学
校　

体
育
館

日日

月月

火火 サッカー少年団サッカー少年団

水水 サッカー少年団サッカー少年団

木木 サッカー少年団サッカー少年団

金金 剣道少年団（18:00～21:00）剣道少年団（18:00～21:00）

土土

４月 学校開放利用案内

４月の図書館カレンダー

日 月 火 水 木 金 土

１

２ ３ ４ ５ ６ ７ ８

９ 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

は休館日　　 はおはなし会

第　１　競　技　場
9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00

1 土 朝日バレーボール少年団 芽室ホルックス 一 般 開 放

2 日 一 般 開 放

3 月
バスケットボール少年団 バレーボール協会

朝日バレーボール少年団

4 火 サッカー少年団
バドミントン協会

ジュニアバドミントン

5 水
バスケットボール少年団

剣道少年団
朝日バレーボール少年団

6 木 サッカー少年団
ＪＯＹすぽペケレベツ

バレーボール協会

7 金
バスケットボール少年団 バスケットボール協会

朝日バレーボール少年団 バドミントン協会

8 土 朝日バレーボール少年団 芽室ホルックス 一 般 開 放

9 日 一 般 開 放

10 月
バスケットボール少年団 バレーボール協会

朝日バレーボール少年団

11 火 サッカー少年団
バドミントン協会

ジュニアバドミントン

12 水
バスケットボール少年団

剣道少年団
朝日バレーボール少年団

13 木 サッカー少年団
ＪＯＹすぽペケレベツ

バレーボール協会

14 金
バスケットボール少年団 バスケットボール協会

朝日バレーボール少年団 バドミントン協会

15 土 朝日バレーボール少年団
一 般 開 放

清高アイスホッケー部

16 日 一 般 開 放
清高アイスホッケー部

17 月 休　館　日

18 火 サッカー少年団
バドミントン協会

ジュニアバドミントン

19 水
バスケットボール少年団

剣道少年団
朝日バレーボール少年団

20 木 サッカー少年団
ＪＯＹすぽペケレベツ

バレーボール協会

21 金
バスケットボール少年団 バスケットボール協会

朝日バレーボール少年団 バドミントン協会

22 土 朝日バレーボール少年団 一 般 開 放

23 日 一 般 開 放

24 月
バスケットボール少年団 バレーボール協会

朝日バレーボール少年団

25 火 サッカー少年団
バドミントン協会

ジュニアバドミントン

26 水
バスケットボール少年団

剣道少年団
朝日バレーボール少年団

27 木 サッカー少年団
ＪＯＹすぽペケレベツ

バレーボール協会

28 金
バスケットボール少年団 バスケットボール協会

朝日バレーボール少年団 バドミントン協会

29 土 朝日バレーボール少年団 一 般 開 放

30 日 一 般 開 放

４月　体育館第１競技場利用案内　４月　体育館第１競技場利用案内　【お問い合わせ先　体育館　【お問い合わせ先　体育館　☎☎62-2913】62-2913】

体育館をご利用のみなさんへ
＊体育館を専用使用したい団体は、３か月前の月の初日から
　５日前まで受付けますので、体育館へお申し込みください。
＊自由時間帯は、一般開放予定ですが、団体使用及び大会等
　が入ることがありますので、事前にお問い合わせください。

※一般開放の時間は、ソフトバレー・バドミントン・卓球等の
　用具を貸し出ししていますのでご利用ください。
　また、サッカーの練習等ボールを蹴る行為はご遠慮ください。

大会・行事等

一 般 開 放

団体専用使用
自 由

利用予定は、NPO法人清水町体育協会のブログで随時お知らせしています。「マイとかち　清水町体育協会」で検索してください。
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【各課お知らせチラシ】 【各課お知らせチラシ】
冬期間の雪捨場のお知らせ

至清水　　　　　　　国道38号線　　　 至帯広

３丁目

ポンサネンコロ川

雪捨場

桜ヶ丘工業団地

御
影
９
号
道
路　
　
　
　
　
　
　
至
旭
山

雪捨場

至新得　　　　　　　　　国道38号線 　　  至帯広

金平川

セブン
イレブン

清水
中学校

変電所

町
道　
清
水
本
通
道
路

国
道
２
７
４
号
線

至
鹿

追

清水市街地 雪捨場清水市街地 雪捨場
住所：字清水東１線64番地３住所：字清水東１線64番地３

御影市街地 雪捨場御影市街地 雪捨場
住所：字御影南１線50番地17住所：字御影南１線50番地17
　　　（桜ヶ丘工業団地内）　　　（桜ヶ丘工業団地内）

清水・御影市街地に雪捨場をそれぞれ設けますので、ご利用ください。清水・御影市街地に雪捨場をそれぞれ設けますので、ご利用ください。
■ ■ お問い合わせお問い合わせ　建設課 土木管理係 (　建設課 土木管理係 ( ☎☎  62－2113)62－2113)

※雪以外は、絶対に捨てないでください。※雪以外は、絶対に捨てないでください。

※雪は奥から捨て、※雪は奥から捨て、
　手前に置かないようご協力ください。　手前に置かないようご協力ください。

清水町奨学金貸付は随時受付しています！

　清水町奨学金貸付制度は、経済的な理由で高校や大学などへの就学が難しい学生に対して、　清水町奨学金貸付制度は、経済的な理由で高校や大学などへの就学が難しい学生に対して、
学資を無利子でお貸ししています学資を無利子でお貸ししています。意欲のある学生の皆さんの学びを支えますので、ご活用ください。。意欲のある学生の皆さんの学びを支えますので、ご活用ください。

■ ■ 申込・お問い合わせ申込・お問い合わせ
　 　 学校教育課 学校教育係 (学校教育課 学校教育係 ( ☎☎  62－513862－5138))

▶ ▶ 対象者対象者
　・大学(短大・大学院を含む)、高等学校、高等専門学校、　・大学(短大・大学院を含む)、高等学校、高等専門学校、
　　専修学校、各種学校 (修業年限２年以上の国公立学校 )　　専修学校、各種学校 (修業年限２年以上の国公立学校 )
　　に在学する人　　に在学する人
　・身体が健康で、向上心があり、行いが善良な人　・身体が健康で、向上心があり、行いが善良な人
　・経済的な理由で奨学金を必要としている人　・経済的な理由で奨学金を必要としている人
　・保護者が町内に在住している人　・保護者が町内に在住している人

▶ ▶ 申込申込
　年間を通して、随時受け付けています。　年間を通して、随時受け付けています。
　提出書類は、学校教育課までお問い合わせください。　提出書類は、学校教育課までお問い合わせください。

　※　※新入学生には、入学前(年度前)貸付を行います。新入学生には、入学前(年度前)貸付を行います。

▶ ▶ 貸付金額貸付金額　※利子は無利子です。　※利子は無利子です。
　① 大学生、専修学校生 (専門課程 )　① 大学生、専修学校生 (専門課程 )

　　・入学金 限度額……　　・入学金 限度額……3030万円万円

　　・修学金 月額………　　・修学金 月額………５５万円以内万円以内

　② 高等学校生、高等専門学校生、　② 高等学校生、高等専門学校生、
　　 専修学校生（高等・一般課程）、各種学校生　　 専修学校生（高等・一般課程）、各種学校生

　　・修学金 月額………　　・修学金 月額………１１万円以内万円以内

▶ ▶ 償還方法償還方法

　　1010年間の均等償還年間の均等償還です。卒業後に町内に居住し、職種、です。卒業後に町内に居住し、職種、
勤務先 (町外可 )を問わず、５年間就業 (本町の町民税が勤務先 (町外可 )を問わず、５年間就業 (本町の町民税が
課税されることが条件 )し、その後も引き続き就業の意思課税されることが条件 )し、その後も引き続き就業の意思
がある場合には、返済額の全部または一部が免除されます。がある場合には、返済額の全部または一部が免除されます。

貸付対象者の保護者が属する世帯の年間収入 (所得 )基準貸付対象者の保護者が属する世帯の年間収入 (所得 )基準

子供の人数子供の人数※※
給与所得者の給与所得者の
年間収入年間収入

事業所得者の事業所得者の
年間所得年間所得

１１人人 790790万円以下万円以下 590590万円以下万円以下

２２人人 890890万円以下万円以下 680680万円以下万円以下

３３人人 990990万円以下万円以下 770770万円以下万円以下

４４人人 1,0901,090万円以下万円以下 860860万円以下万円以下

５５人人 1,1901,190万円以下万円以下 960960万円以下万円以下

※注意：申請者を除く生計を同一にする就学者がいる場合は、※注意：申請者を除く生計を同一にする就学者がいる場合は、
　上記年間収入 ( 所得 ) に、　上記年間収入 ( 所得 ) に、1.31.3を乗じた額を基準とする。を乗じた額を基準とする。
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【各課お知らせチラシ】 【各課お知らせチラシ】

■ お問い合わせ■ お問い合わせ　 役場子育て支援課子育て支援係　　 役場子育て支援課子育て支援係　☎☎  69－222669－2226
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【各課お知らせチラシ】 【各課お知らせチラシ】

　町の計画や政策に町民の皆さんの意見を生かすため、下記の方法により「町民参加手続き」の実施を予定し　町の計画や政策に町民の皆さんの意見を生かすため、下記の方法により「町民参加手続き」の実施を予定し
ています。ぜひ、まちづくりに参加しましょう！ています。ぜひ、まちづくりに参加しましょう！
　なお、日程や内容などは決まり次第、広報お知らせ版や町内各所に設置している「今日・DO ボード」、「町ホ　なお、日程や内容などは決まり次第、広報お知らせ版や町内各所に設置している「今日・DO ボード」、「町ホ
ームページ」などでお知らせします。　　　　　　　ームページ」などでお知らせします。　　　　　　　
■■お問い合わせ先お問い合わせ先　企画課企画統計係　　企画課企画統計係　☎☎62-211462-2114

令和５年度町民参加手続きの予定

●委員を募集（公募）します
公募の時期 募集する委員の名称 担当課 その他の内容・備考

４月 広報モニター 企画課 ５名以内募集
４月～５月 男女共同参画計画策定懇話会委員 企画課 ２名以内募集
４月～５月 まちづくり基本条例審査会委員 企画課 ３名以内募集

５月～６月 清水町障がい者基本計画・清水町障がい福祉計画・清水町障が
い児福祉計画策定委員 保健福祉課 ２名程度募集

６月 表彰者選考委員会委員 総務課 ２名以内募集
７月 文化賞・スポーツ賞選考委員 社会教育課 １名以内募集

７月～８月 清水町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定委員 保健福祉課 ３名以内募集
２月 スポーツ推進委員 社会教育課 １名以内募集
未定 清水町健康増進計画策定委員 保健福祉課 ２名程度募集

●意見提出制度等を実施します
手続の時期 意見提出制度等のテーマ 担当課 その他の内容・備考
５月～６月 令和５年度最適化活動の目標の設定等（案） 農業委員会

２月 清水町森林整備計画樹立（案）について 農林課

未定 「清水町障がい者基本計画・清水町障がい福祉計画
・清水町障がい児福祉計画（案）」について 保健福祉課 計画の策定

未定 「第９期清水町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（案）」について 保健福祉課 事業計画の策定
未定 「第３期清水町健康増進計画（案）」について 保健福祉課 計画の策定

●審議会等を開催します（傍聴できます）
開催の時期 審議会等の名称 担当課 審議会等のテーマ

毎月 教育委員会会議 学校教育課 教育行政関連
毎月 農業委員会総会 農業委員会 農地法に基づく農地の売買・賃借等の申請協議
５月 総合計画審議会 企画課 清水町人口ビジョン・総合戦略の検証
６月 まちづくり基本条例審査会 企画課 町民参加手続きの実施状況など
６月 子ども・子育て支援会議 子育て支援課 清水町子ども子育て支援計画について他
９月 文化賞・スポーツ賞選考委員会 社会教育課 被表彰者候補者選考（一般）
11月 生活安全推進協議会 町民生活課 交通安全対策及び防犯対策など
12月 子ども・子育て支援会議 子育て支援課 清水町子ども子育て支援計画について他

10月～２月 国民健康保険運営協議会 町民生活課 国民健康保険税の税率等の検討
６月・３月 給食センター運営委員会 学校教育課 学校給食センターの運営について

９月 都市計画審議会 建設課 都市計画マスタープランについて
12月 総合計画審議会 企画課 第６期清水町総合計画の進捗状況
２月 文化賞・スポーツ賞選考委員会 社会教育課 被表彰者候補者の選考（学生）
２月 子ども・子育て支援会議 子育て支援課 清水町子ども子育て支援計画について他

未定（年２回）総合計画住民協議会 企画課 第６期清水町総合計画に係る意見交換
未定（年２回）男女共同参画計画策定懇話会 企画課 男女共同参画計画策定について

未定 使用料等審議会 総務課 使用料等改正に係る諮問
※使用料等改正がある場合のみ実施

未定
清水町障がい者基本計画・清水町
障がい福祉計画・清水町障がい児
福祉計画策定委員会

保健福祉課 「清水町障がい者基本計画・清水町障がい福祉計画・
清水町障がい児福祉計画」について

未定 清水町高齢者保健福祉計画・介護
保険事業計画策定委員会 保健福祉課 「第９期清水町高齢者保健福祉計画・介護保険事業

計画」について
未定 清水町健康増進計画策定委員会 保健福祉課 「第３期清水町健康増進計画」について
未定 総合教育会議 学校教育課 教育行政関連
未定 ＣＳ委員会（御影・清水） 学校教育課 教育行政関連

未定（年３回）社会教育委員の会議 社会教育課 社会教育行政の推進に係る意見交換
未定（年３回）スポーツ推進委員会議 社会教育課 スポーツ活動の推進に係る意見交換

●懇談会等を開催します
開催の時期 審議会等の名称 担当課 備考

７月 各団体とのまちづくり懇談会 企画課
11月 各地域とのまちづくり懇談会 企画課 各地域福祉館等で開催
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■お問い合わせ先　　町民生活課生活環境係  ☎☎６7-7555
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国　　民　　年　　金　　の　　　　　　　　　　お　　知　　ら　　せ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国　　民　　年　　金　　の　　　　　　　　　　お　　知　　ら　　せ　

産前産後期間の国民年金保険料が
免除となります！

　国民年金第1号被保険者が出産した場合には、
産前産後の一定期間の国民年金保険料が免除さ
れます。産前産後として認められた期間は保険
料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額
に反映されます。
　また、保険料をすでに前納している場合、産
前産後期間の保険料は還付されます。

○免除期間
　出産予定日又は出産日が属する月の前月から4
か月間の国民年金保険料が免除されます。なお、
多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属
する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料
が免除されます。
　※出産とは、妊娠85日（4か月）以上の出産を
いいます。（死産、流産、早産された方等を含み
ます）

○届出期間
　出産予定日の6か月前から届出可能ですので、
速やかに届出ください。
　また、出産後でも届出することができます。

【産前産後期間の免除の手続き方法は】
　役場町民生活課・御影支所又は帯広年金事務
所にお申し込み、お問い合わせください。

予約相談をご利用ください！

　年金相談・お手続きに年金事務所へ行く際には、予約相談をご利用ください。窓口で長時間お待
ちいただくようなこともなく、お客様のご都合にあわせて、相談内容にあったスタッフが事前に準
備をして対応してくれます。予約相談希望日の１か月前から前日まで受付していますので、ご連絡
の際は、基礎年金番号の分かる年金手帳や年金証書をお手元にご準備ください。

◇予約相談の開始時間帯　８時30分～16時（月～金曜日）
　　　　　　　　　　　　９時30分～15時（土曜日開所日）
　　　　　　　　　　　　８時30分～18時（延長開所日）
※時間帯や開所日につきましては、各年金事務所で違う場合がありますので、予約の際にご確認く
　ださい。
◇予約の申し込みは「予約受付専用電話」へ！
　☎☎0570-05-4890【受付時間　月～金（平日）８時30分～17時15分】

※お近くの年金事務所でも受付しています。

後から納付（追
ついのう

納）することで、老齢基礎年金の年
金額を増やすことができます。なお、老齢基礎年金
の受給権者は、保険料の追納ができません。

○追納に関する注意事項 
・追納ができるのは追納が承認された月の前10年以
内の免除や猶予の期間に限られています（例えば、
令和３年４月分は10年後の令和13年４月まで）。 
・承認等をされた期間のうち、原則古い期間から納
付していただきます。 
・保険料の免除若しくは納付猶予を受けた期間の翌
年度から起算して、３年度目以降に保険料を追納す
る場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期
間に応じた加算額が上乗せされますので、早目の追
納をお勧めします。

【追納の手続き方法は】
　役場町民生活課・御影支所又は帯広年金事務所に
お申し込み、お問い合わせください。

【お問い合わせ先】
　町民生活課戸籍住民係　　☎☎0156-62-1151、御影支所　　☎☎0156-63-2111、
　帯広年金事務所　　☎☎0155-25-8113

免除された国民年金保険料を
追加で支払いたいとき

　老齢基礎年金の年金額を計算するときに、保険料
の免除や猶予の承認を受けた期間がある場合は、保
険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額とな
ります。
　しかし、免除等の承認を受けた期間の保険料は、

　国民年金の一般保険料に加えて付加保険料（月々
400円）を納めると老齢基礎年金に付加年金が
上乗せされます。付加年金の年金額は、200円
×付加保険料納付月数です。付加年金への加
入をご検討ください。

付加年金の加入のご案内

国民年金保険料の免除・納付猶予制度と学生納付特例制度について

　国民年金第１号の被保険者は、毎月の保険料を
納めていただく必要があります。しかしながら、「所
得が少ない」「失業した」「学生で収入がない」な
どの理由で保険料を納めることが難しい場合もあ
ります。
　そのような場合、未納にせず、「国民年金保険料
免除・納付猶予制度」や「学生納付特例制度」の
手続き（申請）をしてください。

●保険料免除・納付猶予制度とは
１　保険料免除制度
　所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得（1
月から６月までに申請される場合は前々年所得）
が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年
金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、
ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認
されると保険料の納付が免除になります。免除さ
れる額は、全額、４分の３、半額、４分の１の４
種類があります。　
　このほか、保険料免除制度には届出すれば全額
免除となる「法定免除」（障害年金１・２級、生活
保護など）があります。詳しくは役場町民生活課
にお問い合わせください。

２　保険料納付猶予制度
　20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年
所得（１月から６月までに申請される場合は前々
年所得）が一定額以下の場合には、ご本人から申
請書を提出いただき、申請後に承認されると保険
料の納付が猶予されます。

※平成28年７月より、対象者が30歳未満から50歳
未満の方に拡大されました。
※学生の方は申請による保険料免除・納付猶予制
度を利用できません。学生納付特例制度を利用し
てください。

●学生納付特例制度とは
　日本国内に住むすべての人は、20歳になった時
から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が
義務づけられていますが、学生については、申請
後に承認されると在学中の保険料の納付が猶予さ
れる「学生納付特例制度」が設けられています。  
本人の所得が一定以下の学生が対象となります。
なお、家族の方の所得の多寡は問いません。

※学生とは、大学（大学院）、短大、高等学校、高
等専門学校、専修学校、各種学校（学校教育法で
規定されている修業年限が１年以上の課程）など
に在学する学生等です。

【保険料免除・納付猶予と学生納付特例の申請方法】
　役場町民生活課・御影支所又は帯広年金事務所
に申請ください。必要な書類など、詳しくは申請
先にお問い合わせください。

○未納のままにしておくと…
　障がいや死亡といった不慮の事態が発生すると、
障害基礎年金・遺族基礎年金が受けられない場合
や将来的に老齢基礎年金を受けられない場合があ
ります。 

○保険料免除や納付猶予になった期間は、老齢基
礎年金の受給資格期間10年間（※平成29年８月か
ら10年間に短縮されました）に算入されます。た
だし、年金額を計算するときは、保険料全額免除
の場合、保険料を納めた時に比べて２分の１（平
成21年３月までの免除期間は３分の１）になります。
※納付猶予・学生納付特例になった期間は年金額
には反映されません。

○申請時点の２年１か月前の月分までさかのぼっ
て申請できます。

【付加年金の加入方法】
　役場町民生活課・御影支所にお申し込み、
お問い合わせください。　
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４月10日からのスクールバス ・ 町有バスの４月10日からのスクールバス ・ 町有バスの
運行時刻と経路を変更します運行時刻と経路を変更します

時間 停　留　所 時間

7:11 人舞基線8号 15:57

7:13 人舞神社前 15:59

7:15 人舞基線13号 16:01

7:19 人舞西1線16号 16:05

7:22 人舞基線18号 16:08

7:24 人舞東1線17号 16:10

7:26 人舞東1線14号 16:12

7:28 人舞西４線22号 16:14

7:29 人舞西４線24号 16:15

7:30 人舞西４線25号 16:16

7:33 道道熊牛28号 16:19

7:34 北熊牛成松宅前 16:20

7:40 美蔓24号 16:26

7:41 美蔓22号 16:27

7:48 道道熊牛17号 16:33

7:56 清水中学校 15:40

8:00
清水高校グラウンド横
清水小学校

15:45

8:04 清水町役場 15:50

人舞・北熊牛線

時間 停　留　所 時間

7:13 美蔓西24線17号 16:05

7:16 美蔓西23線21号 16:08

7:18 美蔓西23線18号 16:10

7:21 美蔓福祉館前　　 16:13

7:24 美蔓西19線15号 16:16

7:26 日本酪農前 16:18

7:32 美蔓防風道路 16:24

7:37 国道熊牛西２線 16:29

7:39 熊牛伊藤商店横 16:31

7:41 道道熊牛15号 16:33

7:42 熊牛西1線14号 16:34

7:43 熊牛西1線15号 16:35

7:52 清水中学校 15:40

7:56
清水高校グラウンド横
清水小学校

15:45

8:01 清水町役場 15:50

美蔓線　４月10日（月）から、スクールバスと町有　４月10日（月）から、スクールバスと町有

バスの運行時刻と経路を変更します。バスの運行時刻と経路を変更します。

◆運行日◆運行日

　　４月10日から来年３月末までの月～金曜日。４月10日から来年３月末までの月～金曜日。

ただし、祝日及び小・中学校の長期休業期間ただし、祝日及び小・中学校の長期休業期間

は運休します。は運休します。

◆乗車券◆乗車券

　　高校生や一般の方が乗車される際には、町高校生や一般の方が乗車される際には、町

有バス乗車券（無料）が必要です。乗車券を有バス乗車券（無料）が必要です。乗車券を

お持ちでない方は、役場町民生活課戸籍住民お持ちでない方は、役場町民生活課戸籍住民

係又は役場御影支所で手続きをお願いします。係又は役場御影支所で手続きをお願いします。

お問い合わせ先お問い合わせ先

学校給食センター業務係　学校給食センター業務係　☎☎62-261662-2616

時間 停　留　所 時間

7:32 道道熊牛藤本宅前 16:06

7:33 道道熊牛9号 16:07

7:34 道道熊牛8号 16:08

7:35 道道熊牛7号 16:09

7:38 熊牛基線9号 16:12

7:39 熊牛西1線9号 16:13

7:41 熊牛福祉館前 16:15

7:46 下佐幌基線4号 16:20

7:56 清水中学校 15:40

8:00
清水高校グラウンド横
清水小学校

15:45

8:05 清水町役場 15:50

熊牛・下人舞線

時間 停　留　所 時間

7:29 御影南３線９号 16:15

7:34 大矢商店前 16:10

7:40 旭山５号 16:04

7:44 郷愛中央支線入口 16:00

7:48 旭山中野橋前 15:56

7:50 千歳公会堂前 15:54

7:52 御影南６線９号 15:52

7:55 御影南３線８号 15:49

8:00
御影小学校
世代間交流センター

15:44

8:02 御影診療所 15:42

8:04 御影中学校 15:40

旭山線

時間 停　留　所 時間

7:26 松沢西2線2号 16:07

7:27 松沢西2線3号 16:08

7:30 松沢西2線6号 16:11

7:33 松沢東1線5号 16:14

7:35 旧松沢小学校前 16:16

7:39 松沢東3線0号 16:20

7:47 御影大和5号 16:00

7:57 御影南2線丁字路 15:50

8:03
御影小学校
世代間交流センター

15:44

8:05 御影診療所 15:42

8:07 御影中学校 15:40

松沢・大和線

時間 停　留　所

7:42 元田村食品センター東店横

7:45 十勝清水防災ｽﾃｰｼｮﾝ裏

清水小学校

東団地・清和団地方面

時間 停　留　所 時間

7:23 上清水２線５号 15:56

7:24 上清水３線５号 15:57

7:36 下佐幌西１線16号 16:09

7:39 下佐幌西２線19号 16:12

7:41 下佐幌西１線20号 16:14

7:43 下佐幌東２線20号 16:16

7:48 下佐幌西１線18号 16:21

7:51 下佐幌基線16号 16:24

7:58 清水中学校 15:40

8:00
清水高校グラウンド横
清水小学校

15:45

上清水・下佐幌線

時間 停　留　所 時間

7:41 清水基線7号 15:56

7:42 讃岐会館前 15:55

7:44 清水1線7号付き 15:53

7:54 清水中学校 15:40

7:56
清水学童クラブ前
清水小学校

15:45

讃岐線

時間 停　留　所 時間

7:25 下佐幌基線10号 16:12

7:34
清水学童クラブ前
清水小学校

16:03

下佐幌線２
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時間 停　留　所 時間

8:15 世代間交流センター 15:08

8:23 国道上清水３号 15:03

8:30 清水町役場 14:53

8:34 十勝清水駅 14:49

8:38 給食センター 14:45

清水・御影線

時間 停　留　所 時間

7:32 国道石山13線 16:11

7:42 上清水５号有働宅入口 16:01

7:45 上清水第２会館前 15:58

7:48 上清水６線８号 15:55

7:54 上清水４線14号 15:49

7:58
清水学童クラブ前
清水小学校

15:45

8:02 清水中学校 15:40

石山・上清水２・北清水線

時間 停　留　所 時間

7:19 羽帯北1線14号 16:27

7:22 羽帯南1線16号 16:24

7:23 ともに共同作業所前 16:23

7:26 羽帯国道14号 16:21

7:31 羽帯南4線16号 16:15

7:34 羽帯南5線15号 16:12

7:35 羽帯南5線16号 16:11

7:38 羽帯南6線16号 16:08

7:39 羽帯南7線16号 16:07

7:43 御影南10線15号 16:03

7:46 御影南7線14号 15:59

7:47 御影南6線14号 15:57

7:48 御影南6線12号 15:56

7:50 御影南6線10号 15:54

7:51 御影南5線10号 15:52

7:53 御影南4線12号 15:51

7:55 御影南3線12号 15:49

8:02
御影小学校
世代間交流センター

15:44

8:04 御影診療所 15:42

8:06 御影中学校 15:40

羽帯線
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bosyu@town.shimizu.hokkado.
jp　

サポート詐欺に気をつけましょう！サポート詐欺に気をつけましょう！

■ お問い合わせ■ お問い合わせ　 役場町民生活課住民活動係　　 役場町民生活課住民活動係　☎☎  62－115162－1151
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★仕事等により、平日の日中★仕事等により、平日の日中
や休日臨時窓口にマイナンバや休日臨時窓口にマイナンバ
ーカードを受け取りに来るこーカードを受け取りに来るこ
とが困難な方につきましては、とが困難な方につきましては、
役場町民生活課または役場御役場町民生活課または役場御
影支所にご連絡ください。影支所にご連絡ください。

　マイナンバーカードの申請・受取り・マイナポイントの申込に対応するため、臨時窓口を　マイナンバーカードの申請・受取り・マイナポイントの申込に対応するため、臨時窓口を
開設します！開設します！
　３月上旬から４月上旬は転入転出の手続きにより、窓口の混雑が予想されますので、臨時　３月上旬から４月上旬は転入転出の手続きにより、窓口の混雑が予想されますので、臨時
窓口のご活用をお願いします。窓口のご活用をお願いします。

【休日臨時窓口】【休日臨時窓口】 お気軽にご相談ください！お気軽にご相談ください！

〈マイナポイント第２弾の申込期限申込期限は令和５年５月31日です！〉

★�最大20,000円分のポイントが付与されるマイナポイント第２弾の対象者は、 令和

５年２月末までにマイナンバーカードを申請した方となります！

マイナンバーカードに関する休日臨時窓口を開設します！マイナンバーカードに関する休日臨時窓口を開設します！

●日時　

【３月】
　25日（土）・ 26日（日）
【４月】
　８日（土）・ ９日（日）・ 22日（土）・ 23日（日）
【５月】
　13日（土）・ 14日（日）・ 27日（土）・ 28日（日）
●時間　午前９時から午後５時まで
●場所　清水町役場町民生活課・御影支所

■お問い合わせ先　●町民生活課  ☎ 62-1151　●御影支所　☎ 63-2111

郵便局でもマイナンバーカードを申請することができます。郵便局でもマイナンバーカードを申請することができます。
ぜひ、ご利用ください。（申請用顔写真は無料撮影します！）ぜひ、ご利用ください。（申請用顔写真は無料撮影します！）

◆期間　３月31日（金）まで（土・日・休日を除く）◆期間　３月31日（金）まで（土・日・休日を除く）
◆時間　午前９時から午後５時まで◆時間　午前９時から午後５時まで
◆場所　清水郵便局・御影郵便局・人舞郵便局・熊牛郵便局◆場所　清水郵便局・御影郵便局・人舞郵便局・熊牛郵便局

郵便局でも申請サポート実施中！！郵便局でも申請サポート実施中！！

★�マイナポイント事業が実施される前に、 マイナンバーカードを受け取られた方も、
マイナポイント第２弾の対象となりますので、 お手続きください。

令和４年６月30日以前にマイナンバーカードを受け取った方々へ（ ）


